
訳
注
日
本
文
徳
天
皇
実
録
（
十
一
）

告　

井　

幸　

男

木　

本　

久　

子

中　

村　

み
ど
り

林　

原　

由
美
子

日
本
文
徳
天
皇
実
録
巻
第
三
　
起
仁
寿
元
年
正
月
尽
十
二
月

●
八
月
庚
子
︵
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

八
月
庚
子
朔
︒
①
僧
一
百
六
人
を
大
極
殿
に
屈
し
、
大
般
若
経
を
読
ま
し
む
。
穀
を
祈
ら
ん
が
た
め
な
り
。

︻
現
代
語
訳
︼

八
月
一
日
︒
僧
百
六
人
を
大
極
殿
に
招
い
て
、
大
般
若
経
を
読
ま
せ
た
。
年
穀
を
祈
る
た
め
で
あ
る
。

︻
注
釈
︼

〈
訳
注
〉
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①
僧
一
百
六
人
を
大
極
殿
に
屈
し
︙　

般
若
経
の
転
読
は
『
文
実
』
に
三
十
余
回
み
え
る
が
、「
攘
災
疫
」
が
最
も
多
く
、
他
に
「
祈
甘

雨
」「
祈
民
福
」「
国
祈
」
が
散
見
す
る
。
本
日
条
に
近
い
内
容
と
し
て
は
、
嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
七
月
庚（
五
日
）辰

条
の
「
延
屈
百
僧
於
大
極
殿
、
転
読

大
般
若
経
。
為
祈
穀
也
」
が
あ
る
。

�

（
告
井
）

●
八
月
辛
丑
︵
二
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

辛（
二
）丑
。
①
河
内
国
、
②
嘉
禾
を
献
る
。
一
茎
に
三
穂
な
り
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
日
。
河
内
国
が
嘉
禾
を
献
っ
た
。
一
茎
に
三
穂
あ
っ
た
。

︻
注
釈
︼

①
河
内
国　

嘉
（
仁
寿
元
年
・
八
五
一
）

祥
四
年
正
月
甲
（
十
一
日
）
申
条
に
「
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
正
世
為
河
内
守
」
と
あ
る
。

②
嘉
禾　
『
延
喜
式
』
治
部
省
で
は
下
瑞
に
挙
げ
、「
嘉
禾
或
異
畝
同
頴
、
或
孳
連

数
穂
、
或
一
稃
二
米
也

」
と
す
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
に
は
、
天（
六
七
九
）

武
八
年
八
月
庚
（
二
十
二
日
）
午
紀
に

「
縵
造
忍
勝
、
献
嘉
禾
。
異
畝
同
頴
」（
関
連
し
て
、
同
年
十
二
月
戊（
二
日
）申

に
賜
禄
・
恩
赦
）、
同
九
年
八
月
丁（
五
日
）未

紀
に
「
法
官
人
、
貢
嘉
禾
」、

持（
六
九
二
）

統
六
年
九
月
癸
（
二
十
一
日
）
丑
紀
に
「
伊
勢
国
司
、
献
嘉
禾
二
本
」、
大（
七
〇
二
）

宝
二
年
十
月
乙
（
十
一
日
）
巳
紀
に
「
近
江
国
献
嘉
禾
。
異
畝
同
穂
」、
和（
七
一
三
）

銅
六
年
正

月
戊（
四
日
）辰
紀
に
「
伯
耆
国
献
嘉
瓜
」、
神（
七
二
七
）

亀
四
年
正
月
丙（
三
日
）子
紀
に
「
河
内
国
献
嘉
禾
、
異
畝
同
穂
」、
弘（
八
一
四
）

仁
五
年
八
月
辛
（
十
八
日
）
酉
紀
に
「
大
和
国
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八
嶋
寺
有
嘉
禾
。
一
茎
十
八
穂
」
な
ど
の
例
が
あ
り
、
こ
れ
よ
り
後
に
は
、
貞
（
天
安
三
年
・
八
五
九
）

観
元
年
十
月
二
十
八
日
紀
に
「
上
野
国
献
嘉
禾
一
茎
卅

穂
。
両
岐
稲
一
茎
九
穂
」、
同
十
一
年
八
月
十
一
日
紀
に
「
備
前
国
献
嘉
禾
二
茎
。
一
茎
十
九
穂
、
一
茎
六
穂
」、
元（
八
八
四
）

慶
八
年
十
一
月
五

日
紀
に
「
甲
斐
国
言
、
嘉
禾
生
管
山
梨
郡
石
禾
郷
正
六
位
上
清
原
真
人
当
仁
宅
。
其
一
、
十
三
茎
五
十
穂
、
其
一
、
十
二
茎
四
十
三

穂
」
と
み
え
る
。
こ
れ
ら
に
比
べ
る
と
今
回
の
穂
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
嘉
禾
奏
上
に
あ
た
っ
て
は
、
図
が
献
上
さ
れ
（『
扶
桑

略
記
』
延（
九
〇
九
）

喜
九
年
九
月
十
七
日
条
）、
実
物
は
外
記
局
に
収
め
ら
れ
た
（『
百
錬
抄
』
保（
一
一
二
三
）

安
四
年
六
月
七
日
条
）。
養
老
儀
制
令
、
祥
瑞
条
に

も
、「
皆
送
治
部
。
若
有
不
可
獲
、
及
木
連
理
之
類
、
不
須
送
者
、
所
在
官
司
、
案
験
非
虚
、
具
画
図
上
」
と
あ
る
。
な
お
、
呉
の
初

代
皇
帝
孫
権
治
世
の
元
号
に
「
嘉
禾
」（
二
三
二
―
三
八
）
が
あ
る
（
同
七
年
八
月
に
赤
烏
（
上
瑞
と
同
名
）
と
改
元
）。

�

（
告
井
）

●
八
月
壬
寅
︵
三
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

壬（
三
）寅
。
①
山
城
国
掘
雷
氷
都
久
雷
湯
豆
波
和
気
神
に
従
五
位
下
を
授
く
。

︻
現
代
語
訳
︼

三
日
。
山
城
国
掘
雷
氷
都
久
雷
湯
豆
波
和
気
神
に
従
五
位
下
を
授
け
た
。

︻
注
釈
︼

①
山
城
国
掘
雷
氷
都
久
雷
湯
豆
波
和
気
神　

本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
。「
ほ
り
い
か
ず
ち
こ
お
り
つ
く
い
か
ず
ち
ゆ
ず
は
わ
け
」
か
。
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な
お
、
天
（
貞
観
元
年
・
八
五
九
）

安
三
年
正
月
二
十
七
日
紀
の
「
従
五
位
下
樺
井
月
読
神
・
木
嶋
天
照
御
魂
神
・
和
攴
神
並
正
五
位
下
」、
同
年
九
月
八
日
紀

の
「
山
城
国
月
読
神
・
木
嶋
神
・
羽
束
志
神
・
水
主
神
・
樺
井
神
・
和
岐
神
」
に
み
え
る
「
ワ
キ
」
神
は
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
、
山

城
国
相
楽
郡
の
「
和
伎
坐
天
乃
夫
支
売
神
社
大
、
月
次

・
新
嘗

」
の
こ
と
で
、
別
社
で
あ
ろ
う
。
前
月
壬
（
二
十
二
日
）

辰
条
の
火
光
墜
落
に
関
連
す
る
も
の
か
。

�

（
告
井
）

●
八
月
己
酉
︵
十
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

己（
十
）酉
。
①
大
い
に
雨
り
水
お
お
み
ず

す
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
日
。
大
い
に
雨
が
降
り
洪
水
と
な
っ
た
。

︻
注
釈
︼

①
大
い
に
雨
り　

六
月
甲（
三
日
）辰
の
「
祈
霽
」
に
よ
り
翌
乙（
四
日
）巳
に
は
晴
れ
、
丙（
五
日
）午
に
は
水
害
に
悩
む
者
に
対
し
賑
給
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
本

日
条
に
至
り
再
び
水
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
本
月
癸
（
十
四
日
）
丑
に
は
、
今
回
の
水
害
の
対
処
に
関
す
る
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
。

�

（
中
村
）
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●
八
月
庚
戌
︵
十
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

庚（
十
一
）戌。

式
部
省
、
①
異
鳥
の
雛
を
献
ず
。
②
鳧
の
嘴
に
鶏
の
脚
、
長
い
頸
に
尾
は
無
く
、
白
黒
の
雑
文
な
り
。
詔
有
り
て
③
之
を
放
ち
、

其
の
生
を
遂
げ
し
む
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
一
日
。
式
部
省
が
異
鳥
の
雛
を
献
上
し
た
。
鳧
の
嘴
に
鶏
の
脚
で
、
首
は
長
く
尾
は
無
く
、
白
と
黒
の
斑
模
様
で
あ
っ
た
。
詔
に
よ
っ

て
こ
れ
を
放
生
し
た
。

︻
注
釈
︼

①
異
鳥　

六
国
史
に
お
い
て
「
異
鳥
」
と
い
う
表
現
は
仁
徳
四
十
三
年
九
月
庚
子
朔
紀
と
本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
。
仁
徳
紀
に
は

「
依よ
さ
み網
屯
倉
阿あ

弭び

古こ

捕
異
鳥
。
献
於
天
皇
曰
、
臣
毎
張
網
捕
鳥
、
未
曽
得
是
鳥
之
類
。
故
奇
而
献
之
。
天
皇
召
酒
君
示
鳥
曰
、
是
何
鳥

矣
。
酒
君
対
言
、
此
鳥
之
類
多
在
百
済
。
得
馴
而
能
従
人
。
亦
捷
飛
之
掠
諸
鳥
。
百
済
俗
号
此
鳥
曰
倶く

知ち
是
今
時

鷹
也

。
乃
授
酒
君
令
養
馴
」

と
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
い
ま
だ
「
見
た
こ
と
の
な
い
鳥
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
本
日
条
で
も
同
様
の
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。

②
鳧
の
嘴
と
鶏
の
脚
に
︙　
「
鳧
」
は
ケ
リ
あ
る
い
は
カ
モ
を
い
う
。
ケ
リ
の
嘴
は
短
く
、
付
け
根
に
黄
色
い
肉
垂
を
持
つ
。
一
方
、
カ

モ
は
川
面
を
掬
い
餌
を
取
る
平
た
い
嘴
を
し
て
い
る
。
鶏
の
脚
は
短
く
水
か
き
の
な
い
三
前
趾
足
（
正
足
）。
長
い
首
は
渡
り
鳥
や
水

鳥
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
水
鳥
で
あ
れ
ば
、
脚
は
水
か
き
の
目
立
た
な
い
半
蹼
足
や
弁
足
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

③
之
を
放
ち
︙　

す
な
わ
ち
放
生
（
仏
教
に
お
け
る
慈
悲
行
の
一
つ
）
で
あ
る
。『
政
事
要
略
』
巻
二
十
三
、
年
中
行
事
八
月
下
所
載
、
石
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清
水
宮
放
生
会
事
に
よ
る
と
、
養（
七
二
〇
）

老
四
年
宇
佐
神
の
託
宣
に
よ
り
宇
佐
八
幡
宮
で
初
め
て
放
生
が
お
こ
な
わ
れ
、
以
後
、
八
月
十
五
日

を
祭
日
と
し
（
放
生
会
）、
八
幡
信
仰
と
共
に
広
ま
っ
た
。
官
放
生
と
し
て
は
、
敏
達
七
年
に
六
斎
日
に
お
け
る
殺
生
を
禁
断
し
た
の

を
初
見
と
す
る
（『
扶
桑
略
記
』）。
六
国
史
上
の
初
見
は
天（
六
七
六
）

武
五
年
八
月
壬
（
十
七
日
）

子
紀
の
「
是
日
、
詔
諸
国
、
以
放
生
」
で
、
以
後
散
見
す
る
。

特
に
、
持（
六
九
一
）

統
五
年
十
月
庚
（
十
三
日
）

戌
に
は
「
畿
内
及
諸
国
、
置
長
生
地
各
一
千
歩
」、
文
（
持
統
十
一
年
・
六
九
七
）

武
元
年
八
月
庚
（
十
七
日
）

辰
に
は
「
令
諸
国
毎
年
放
生
」
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
本
日
条
は
、
放
生
会
の
祭
日
を
前
に
こ
れ
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

�

（
中
村
）

●
八
月
癸
丑
︵
十
四
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

癸（
十
四
）丑。
詔
し
て
曰
く
、
朕
聞
く
な
ら
く
、
①
下
民
を
佐
く
る
は
天
な
り
。
上
帝
を
相た
す

く
る
は
君
な
り
。
②
君
が
道
を
得
ば
、
則
ち
天
は
純じ
ゅ
ん

嘏か

を
錫た
ま

う
。
③
民
が
心
を
苦
と
せ
ば
、
則
ち
国
は
挺
災
に
或ま
ど

う
、
と
。
朕
、
寡
昧
を
以
て
、
鴻
基
を
嗣
守
す
。
④
重
き
を
負
い
て
春し
ゅ
ん

氷ぴ
ょ
う

を

憂
い
、
朽
ち
る
に
馭
す
を
以
て
秋
駕
を
顧
み
る
に
、
只
願
わ
く
ば
⑤
淳
源
を
既
に
遠
く
に
返
し
、
景
煦
を
方
今
に
舒
べ
、
⑥
家
に
京き
ょ
う

坻て
い

の

豊
か
さ
を
詠
み
、
人
に
鍾
鼓
の
声
を
誇
ら
ん
と
。
而
る
に
誠
に
感
徹
し
難
く
、
道
の
潜
通
を
謝
し
、
⑦
行ぎ
ょ
う

神し
ん

は
和
を
失
し
、
⑧
坎か
ん

徳と
く

は
沴よ
ど
み

を
な
す
。
去
る
夏
、
人
民
或
い
は
坐そ
ぞ

ろ
に
魚
と
な
り
、
今
秋
廬
宅
は
乍た
ち
ま

ち
に
湧
川
と
成
る
。
朕
の
不
徳
、
万
姓
に
何
の
辜つ
み

あ
ら
ん
や
。

憂
う
心
は
悠
々
に
し
て
、
将
に
何
を
以
て
か
寄
せ
ん
や
。
其
れ
、
左
右
京
及
び
五
畿
内
を
し
て
、
今
年
の
調
を
出
だ
す
こ
と
無
か
ら
し
め

よ
。
災
を
被
る
こ
と
尤
も
甚
し
く
、
自
存
能
わ
ざ
る
は
、
有
司
が
量
り
て
賑
恤
を
加
え
、
其
の
居
務
を
安
ん
じ
、
恩
恵
を
班
た
し
め
、
朕

が
意
に
称か
な

わ
し
め
よ
、
と
。
⑨
鋳
銭
司
の
主
典
・
史
生
・
長
上
各
一
員
を
省は
ぶ

く
。
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︻
現
代
語
訳
︼

十
四
日
。
詔
し
て
言
う
に
、「
私
が
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、『
下
民
を
助
け
る
の
は
天
で
あ
り
、
天
の
上
帝
を
助
け
る
の
は
君
で
あ
る
。

君
が
道
理
を
得
た
な
ら
ば
、
則
ち
天
は
大
き
な
福
を
授
け
、
民
が
心
を
苦
し
く
し
て
い
た
な
ら
ば
、
則
ち
国
は
大
き
な
災
を
受
け
る
』
と

い
う
。
私
は
寡
昧
で
あ
る
が
、
大
い
な
る
皇
位
を
継
ぎ
守
っ
て
い
る
。（
人
を
治
め
る
の
に
）
重
た
い
荷
物
を
背
負
い
春
の
氷
の
上
を
行
く

よ
う
に
心
を
配
り
、
朽
ち
た
縄
で
奔
馬
を
御
す
よ
う
な
天
子
の
法
駕
の
こ
と
を
顧
み
な
が
ら
、
た
だ
穏
や
か
な
風
を
遠
く
ま
で
行
き
渡
ら

せ
、
暖
か
な
日
の
恵
み
を
今
に
広
げ
、
家
に
あ
っ
て
は
穀
物
の
豊
穣
で
あ
る
こ
と
を
詠
み
、
人
に
お
い
て
は
楽
の
音
を
親
し
み
あ
え
る
よ

う
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
ま
こ
と
に
こ
れ
を
感
通
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
の
道
の
ひ
そ
か
に
通
う
も
去
り
、
五
行
の
神
は
和
を
失
し

て
、
水
卦
の
徳
は
淀
み
を
な
し
て
い
る
。
去
る
夏
に
は
或
い
は
人
民
が
（
水
害
で
）
理
由
も
な
く
魚
と
な
り
、
こ
の
秋
に
は
彼
ら
の
家
が

瞬
く
間
に
涌
き
返
る
川
と
な
っ
た
。
私
の
不
徳
で
あ
り
、
万
姓
に
何
の
罪
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
憂
う
心
は
悠
か
限
り
な
く
、
こ

の
心
を
何
に
寄
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
左
右
京
お
よ
び
五
畿
内
に
命
じ
て
、
今
年
の
調
を
出
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
せ
よ
。
災
の
被
害
が
特
に
甚
だ
し
く
、
自
ら
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
有
司
が
判
断
し
て
賑
恤
を
加
え
、
そ
の
住
ま
い
と
仕

事
を
安
泰
と
し
、
恩
恵
を
分
か
つ
こ
と
で
、
私
の
意
に
沿
う
よ
う
に
せ
よ
」
と
。
鋳
銭
司
の
主
典
・
史
生
・
長
上
各
一
員
を
除
い
た
。

︻
注
釈
︼

①
下
民
を
佐
く
る
は
︙　
『
漢
書
』
巻
十
、
成
帝
本
紀
の
建（
前
三
〇
）

始
三
年
冬
十
二
月
戊
申
朔
紀
に
「
蓋
聞
天
生
衆
民
、
不
能
相
治
、
為
之
立
君

以
統
理
之
。
君
道
得
、
則
草
木
昆
蟲
咸
得
其
所
。
人
君
不
徳
、
謫
見
天
地
、
災
異
婁
発
、
以
告
不
治
。
朕
渉
道
日
寡
、
挙
錯
不
中
、
乃

戊
申
日
蝕
地
震
、
朕
甚
懼
焉
。
公
卿
其
各
思
朕
過
失
、
明
白
陳
之
」
と
あ
り
、
衆
民
（
下
民
）
を
助
け
る
の
は
天
で
あ
る
が
、
天
は
統

治
は
で
き
な
い
の
で
君
を
立
て
て
統
理
し
、
君
に
不
徳
が
あ
れ
ば
災
異
と
な
っ
て
そ
れ
を
告
げ
る
と
あ
る
。
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②
君
が
道
を
得
ば
︙　
「
君
道
得
、
則
…
」
と
の
表
現
は
前
掲
の
『
漢
書
』
に
も
み
え
、
君
が
道
を
得
れ
ば
生
物
す
べ
て
が
そ
の
所
を
得

る
と
あ
る
。
本
日
条
で
は
君
が
道
を
得
れ
ば
天
錫
（
天
か
ら
の
賜
い
物
）
が
あ
る
、
と
の
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。「
純
嘏
」
は
、

『
詩
経
』
大
雅
、
巻
阿
に
「
爾
受
命
長
矣
、
茀
禄
爾
康
矣
。
豈
弟
君
子
、
俾
爾
彌
爾
性
、
純
嘏
爾
常
矣
」
と
み
え
、
鄭
玄
注
に
「
云
純

大
也
。
予
福
曰
嘏
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
い
な
る
福
を
授
か
る
と
の
意
で
あ
る
。
国
史
大
系
は
「
天
錫
純
レ
嘏
」
と
読
む
が
、

佐
伯
有
義
編
『
六
国
史
』
は
「
天
錫
二
純
嘏
一
」
と
し
、「
錫
」
に
つ
い
て
、「
錫
は
原
本
賜
に
作
る
。
諸
本
に
拠
て
改
む
」
と
注
す
。

『
詩
経
』
と
併
せ
て
考
え
る
に
、『
六
国
史
』
の
読
み
を
採
っ
た
。

③
民
が
心
を
苦
と
せ
ば
︙　
「
挺
」
は
抜
き
ん
で
て
い
る
、
生
じ
る
と
い
っ
た
意
。
国
史
大
系
も
前
掲
『
六
国
史
』
も
「
或
挺
レ
災
」
と

読
む
が
、「
錫
二
純
嘏
一
」
の
対
句
と
し
て
「
或
二
挺
災
一
」
と
読
ん
だ
。

④
重
き
を
負
い
て
春
氷
を
憂
い
︙　
「
春
氷
」
は
、
春
の
池
や
川
・
湖
な
ど
に
張
っ
た
薄
く
な
っ
た
氷
の
こ
と
。「
秋
駕
」
は
一
種
の
操
車

（
馬
）
技
術
の
こ
と
だ
が
、
後
述
の
李
周
翰
注
に
あ
る
よ
う
に
、
天
子
の
法
駕
（
皇
帝
の
車
駕
）
の
こ
と
も
い
っ
た
。『
文
選
』
序

類
、
三
月
三
日
曲
水
詩
序
（
王
元
長
）
に
「
猶
且
具
明
廃
寝
、
昃
晷
忘
餐
。
念
負
重
於
春
冰
、
懐
御
奔
於
秋
駕
」
と
み
え
、
李
善
注
に

「
鄧
析
子
曰
、
明
君
之
御
民
、
若
乗
奔
而
無
轡
、
履
冰
而
負
重
也
」、
五
臣
注
本
の
李
周
翰
注
に
「
曰
明
君
之
治
人
、
若
負
重
而
履
冰
、

恐
不
勝
其
重
、
懼
見
陷
於
冰
。
若
御
奔
馬
於
秋
駕
、
恐
有
覆
敗
也
。
秋
駕
天
子
法
駕
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
を
治
め
る
に
は
重
た
い

荷
物
を
背
負
い
春
の
薄
い
氷
の
上
を
ゆ
く
よ
う
に
、
ま
た
朽
ち
た
縄
で
法
駕
の
奔
馬
を
御
す
よ
う
に
慎
重
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

な
お
、
後
半
に
つ
い
て
は
『
書
経
』
夏
書
、
五
子
之
歌
の
其
一
に
も
「
予
臨
兆
民
、
懍
乎
若
朽
索
之
馭
六
馬
」
と
あ
る
。

⑤
淳
源
を
既
に
遠
く
に
返
し
︙　
『
文
選
』
碑
文
下
、
頭
陀
寺
碑
文
に
「
淳
源
上
派
、
澆
風
下
黷
」
と
み
え
る
。
五
臣
注
本
の
呂
延
済
注

に
は
「
淳
和
之
源
、
自
上
流
派
、
而
澆
薄
之
風
、
垢
濁
於
下
。
黷
垢
濁
也
」
と
あ
っ
て
、
淳
源
は
上
か
ら
分
か
た
れ
る
も
の
で
あ

り
、
下
々
に
め
ぐ
る
内
に
濁
り
汚
れ
て
ゆ
く
も
の
だ
と
い
う
。「
景
」
は
日
。「
煦
」
は
恵
み
。
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⑥
家
に
京
坻
の
豊
か
さ
を
詠
み
︙　
「
京
坻
」
は
『
詩
経
』
小
雅
、
甫
田
に
「
曾
孫
之
稼
、
如
茨
如
梁
。
曾
孫
之
庾
、
如
坻
如
京
。
乃
求

千
斯
倉
、
乃
求
万
斯
箱
。
黍
稷
稻
粱
、
農
夫
之
慶
。
報
以
介
福
、
万
寿
無
疆
」
と
み
え
、「
如
坻
如
京
」（
中
洲
の
よ
う
に
、
都
の
よ
う

に
）
穀
物
が
積
み
あ
が
っ
て
、
豊
穣
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。「
鍾
鼓
」
は
同
書
周
南
、
関せ
き

雎し
ょ

の
「
参
差
荇
菜
、
左
右
采
之
。
窈
窕
淑
女
、

琴
瑟
友
之
。
参
差
荇
菜
、
左
右
芼
之
。
窈
窕
淑
女
、
鍾
鼓
楽
之
」
な
ど
に
散
見
す
る
。
こ
こ
で
は
広
く
音
楽
全
般
の
意
に
と
っ
た
。

⑦
行
神　

普
通
、「
行こ
う

神し
ん

」
は
道
の
神
（
道
祖
神
）
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
文
脈
か
ら
五ご

行ぎ
ょ
う

神し
ん

の
意
に
と
っ
た
。

⑧
坎
徳　

水
の
徳
を
い
う
。「
坎
」
は
八
卦
（
六
十
四
卦
）
の
一
つ
で
あ
り
、『
易
経
』
で
は
「
習
坎
」
と
記
し
て
項
目
を
挙
げ
る
。「
習
」

は
重
な
る
の
意
で
、
つ
ま
り
「
坎
」
は
上
下
と
も
に
水
の
卦
と
な
る
重
卦
で
あ
る
。

⑨
鋳
銭
司　

持（
六
九
四
）

統
八
年
三
月
乙（
二
日
）酉

の
「
以
直
広
肆
大
宅
朝
臣
麻
呂
・
勤
大
弐
台
忌
寸
八
嶋
・
黄
書
連
本
実
等
、
拝
鋳
銭
司
」
を
初
見
と
し
、

以
後
平
安
時
代
後
期
に
貨
幣
鋳
造
が
停
止
す
る
ま
で
断
続
的
に
置
か
れ
た
令
外
官
で
あ
る
。
そ
の
存
廃
と
変
遷
に
つ
い
て
は
仁
藤
敦
史

「
官
制
か
ら
み
た
銭
貨
鋳
造
官
司
の
変
遷
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
百
十
集
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
を
参
考

さ
れ
た
い
。『
類
三
』
巻
四
、
加
減
諸
司
官
員
并
廃
置
事
の
仁
（
嘉
祥
四
年
・
八
五
一
）

寿
元
年
八
月
十
五
日
付
太
政
官
符
に
は
、「
応
減
定
官
員
事
。
主
典
三
員

減
一
員

定
一
員　

史
生
四
員
減
一
員

定
三
員　

長
上
三
員
鋳
銭
長
上
二
員　

造
銭
形
長
上
一
員　

減
一
員
鋳
銭
長
上　

定
二
員
鋳
銭
長
上
一
員　

造
銭
形
長
上
一
員　

右
得
鋳
銭
司
解
偁
、
官
人
多
数
、
充
用
少
事
。
望

請
、
依
件
減
定
。
謹
請
官
裁
者
。
右
大
臣
宣
。
奉
勅
、
依
請
」
と
あ
り
、
本
日
条
と
一
致
し
て
い
る
。

�

（
中
村
）

●
八
月
甲
寅
︵
十
五
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

甲（
十
五
）寅。

左
右
検
非
違
使
の
廉
実
な
る
を
遣
わ
し
、
京
師
の
水
害
を
被
る
者
に
廩
給
せ
し
む
。
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︻
現
代
語
訳
︼

十
五
日
。
左
右
検
非
違
使
の
内
、
廉
潔
実
直
で
あ
る
者
を
遣
わ
し
て
、
京
師
の
水
害
を
被
っ
た
者
に
廩
院
か
ら
賑
給
さ
せ
た
。

�

（
中
村
）

●
八
月
癸
亥
︵
二
十
四
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

癸（
廿
四
）亥。

駿
河
国
、
①
瑞
草
を
献
ず
。
紫
の
葉
に
朱
の
茎
な
り
。
或
い
は
之
を
芝
と
謂
う
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
四
日
。
駿
河
国
が
瑞
草
を
献
上
し
た
。
紫
の
葉
に
茎
は
朱
で
あ
る
。
或
い
は
芝
草
で
あ
る
と
い
う
。

︻
注
釈
︼

①
瑞
草　

皇（
六
四
四
）

極
三
年
三
月
紀
に
「
倭
国
言
、
頃
者
菟
田
郡
人
押
坂
直
闕名

、
将
一
童
子
欣
遊
雪
上
、
登
菟
田
山
、
便
見
紫
菌
挺
雪
而
生
。
高

六
寸
余
、
満
四
町
許
。
乃
使
童
子
採
取
、
還
示
隣
家
。
総
言
不
知
、
且
疑
毒
物
。
於
是
押
坂
直
与
童
子
煮
而
食
之
、
太
有
気
味
。
明
日

徃
見
、
都
不
在
焉
。
押
坂
直
与
童
子
由
喫
菌
羹
、
無
病
而
寿
。
或
人
云
、
蓋
俗
不
知
芝
草
、
而
妄
言
菌
耶
」
と
み
え
、「
芝し

草そ
う

」（
霊

芝
）
を
食
べ
た
押
坂
直
と
童
子
に
無
病
長
寿
を
齎
し
た
と
い
う
。
以
後
、
天（
六
七
九
）

武
八
年
是
年
紀
に
「
紀
伊
国
伊
刀
郡
貢
芝
草
。
其
状
似
菌
。

茎
長
一
尺
、
其
蓋
二
囲
」、
天（
八
二
七
）

長
四
年
八
月
乙
（
十
六
日
）
巳
紀
に
「
皇
后
宮
亮
正
五
位
下
大
枝
朝
臣
総
成
献
芝
草
四
株
。
其
中
大
者
長
二
尺
許
。

其
為
状
也
、
紫
丹
色
、
元
一
而
末
二
。
枝
往
々
有
節
、
節
間
一
寸
許
撓
曲
不
直
。
最
末
差
白
」、
同
七
年
八
月
乙
（
十
四
日
）
卯
紀
に
「
内
竪
真
野
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王
、
上
芝
草
一
茎
」、
承（
八
三
五
）

和
二
年
二
月
丙
（
二
十
一
日
）

申
紀
に
「
天
皇
御
紫
宸
殿
。
右
大
臣
従
二
位
清
原
真
人
夏
野
献
芝
草
一
茎
有
両
枝
者
一
枝
長
一
尺
六

寸
。
一
枝
長
一
尺

。

其
色
紫
緋
相
雑
。
毎
茎
之
末
有
菌
。
而
産
于
大
臣
山
荘
双
岳
之
下
」
な
ど
散
見
す
る
。『
延
喜
式
』
治
部
省
で
は
芝
草
を
下
瑞
と
し
て

挙
げ
、「
形
似
珊
瑚
、
枝
葉
連
結
、
或
丹
或
紫
、
或
黒
或
金
色
、
或
随
四
時
変
色
、
一
云
一
年
三
華
、
食
之
令
眉
寿
」
と
す
る
。

�

（
中
村
）

●
八
月
乙
丑
︵
二
十
六
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

乙（
廿
六
）丑。
①
伊
勢
斎
内
親
王
、
鴨
川
に
於
い
て
禊
す
。
即
日
②
野
宮
に
入
る
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
六
日
。
伊
勢
斎
王
が
鴨
川
に
て
禊
を
お
こ
な
い
、
そ
の
日
の
内
に
野
宮
へ
入
っ
た
。

︻
注
釈
︼

①
伊
勢
斎
内
親
王　

晏
子
内
親
王
。
嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
七
月
甲（
九
日
）申
条
注
釈
①
参
照
。

②
野
宮　

伊
勢
斎
王
が
平
安
宮
内
の
潔
斎
所
で
あ
る
初
斎
院
を
出
た
後
、
伊
勢
に
赴
く
ま
で
一
年
間
過
ご
す
宮
で
あ
る
。
斎
王
卜
定
後
の

隔
離
は
、
天（
六
七
三
）

武
二
年
四
月
己
（
十
四
日
）

巳
紀
の
大（
大
来
）伯皇

女
が
泊
瀬
斎
宮
に
入
っ
た
記
事
を
初
見
と
す
る
。
同
日
条
に
よ
る
と
、
斎
王
卜
定
後
の
隔

離
は
「
是
先
潔
身
、
稍
近
神
之
所
也
」
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。
平
安
時
代
以
降
の
伊
勢
斎
王
の
野
宮
は
主
に
平
安
京
西
の
郊

外
、
特
に
嵯
峨
野
の
辺
り
に
置
か
れ
（
現
京
都
市
右
京
区
）、
黒
木
の
鳥
居
を
設
け
、
柴
垣
を
め
ぐ
ら
せ
た
も
の
で
、
斎
王
一
代
ご
と
に
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造
ら
れ
、
取
り
壊
さ
れ
る
の
を
慣
わ
し
と
し
た
。
現
在
、
斎
明
神
社
（
同
区
嵯
峨
柳
田
町
）、
斎
宮
神
社
（
同
区
嵯
峨
野
宮
ノ
元
町
）、
野

宮
神
社
（
同
区
嵯
峨
野
々
宮
町
）、
西
院
野
々
宮
神
社
（
同
区
西
院
日
照
町
）
な
ど
に
そ
の
旧
跡
や
伝
承
が
残
る
。

�

（
中
村
）

●
八
月
己
巳
︵
三
十
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

己（
卅
）巳

。
朱
雀
門
の
前
に
於
い
て
大
祓
す
。
百
官
尽
く
会
す
。
①
大
嘗
祭
の
た
め
、
予
め
群
穢
を
除
く
。

︻
現
代
語
訳
︼

三
十
日
。
朱
雀
門
の
前
で
大
祓
を
お
こ
な
っ
た
。
百
官
が
皆
参
会
し
た
。
大
嘗
祭
の
た
め
に
、
予
め
諸
々
の
穢
れ
を
取
り
除
い
た
。

︻
注
釈
︼

①
大
嘗
祭　

十
一
月
辛
（
二
十
三
日
）
卯
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
。

�

（
林
原
）

●
九
月
庚
午
︵
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

九
月
庚
午
朔
。
日
蝕
ゆ
る
こ
と
有
り
。
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︻
現
代
語
訳
︼

九
月
一
日
。
日
食
が
あ
っ
た
。

�

（
林
原
）

●
九
月
辛
未
︵
二
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

辛（
二
）未
。
①
陸
奥
国
駒
形
神
の
階
を
進
め
て
、
正
五
位
下
を
加
う
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
日
。
陸
奥
国
駒
形
神
の
神
階
を
進
め
て
、
正
五
位
下
を
授
け
た
。

︻
注
釈
︼

①
陸
奥
国
駒
形
神　

現
岩
手
県
奥
州
市
水
沢
中
上
野
町
（
上
社
）
と
胆
沢
郡
金
ケ
崎
町
西
根
（
奥
宮
・
里
宮
）
に
あ
る
駒
形
神
社
の
祭
神
。

同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
陸
奥
国
胆
沢
郡
「
駒
形
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。
現
祭
神
は
天
照
大
御
神
・
天
常
立
尊
・
国
狭
槌
尊
・

吾
勝
尊
・
置
瀬
尊
・
彦
火
火
出
見
尊
の
六
柱
。
本
日
条
が
六
国
史
に
お
け
る
初
見
で
、
こ
の
後
、
貞（
八
六
二
）

観
四
年
六
月
十
八
日
に
従
四
位
下

と
な
っ
て
い
る
。
創
建
は
不
詳
。
社
伝
で
は
、
上
野
国
の
豪
族
毛
野
氏
が
上
毛
野
氏
・
下
毛
野
氏
に
分
か
れ
勢
力
を
北
に
の
ば
す
中
、

雄
略
朝
の
頃
、
上
毛
野
胆
沢
氏
が
当
地
に
至
り
、
連
山
の
中
で
二
番
目
の
高
峰
を
氏
神
社
赤
城
神
社
を
祀
る
休
火
山
赤
城
山
の
外
輪
山

「
駒
形
山
」
に
模
し
て
山
頂
に
駒
形
大
神
を
勧
請
し
、
駒（
駒
形
山
）

ヶ
岳
と
命
名
し
た
の
を
始
ま
り
と
す
る
。
ま
た
同
社
伝
に
よ
る
と
、
従
四
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位
下
の
神
階
を
得
た
の
は
、
胆
沢
城
を
創
建
し
た
征
夷
大
将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
が
同
社
を
非
常
に
崇
敬
し
て
お
り
、
鎮
守
府
よ
り
神
階

昇
格
の
こ
と
を
度
々
上
奏
し
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
延
（
八
〇
二
）

暦
二
十
一
年
正
月
甲（
七
日
）子

紀
に
は
「
陸
奥
国
三
神
加
階
、
縁
征
夷
将
軍
奏
霊
験

也
」
と
あ
る
が
、「
陸
奥
国
三
神
」
の
中
に
同
社
が
含
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
時
に
従
五
位
上
あ
る
い
は
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
た
と
の

説
も
あ
る
（『
国
史
大
辞
典
』
西
田
長
男
執
筆
）。
同
社
は
元
々
駒
ヶ
岳
の
山
頂
に
あ
り
、
山
麓
の
雛
子
沢
と
岩
崎
と
に
里
宮
を
設
け
て
い

た
が
、
明（
一
八
七
一
）

治
四
年
官
社
に
列
格
す
る
に
あ
た
り
、
登
頂
不
便
の
た
め
当
時
水
沢
県
庁
の
所
在
地
で
あ
っ
た
水
沢
町
の
塩
竈
神
社
を
仮
遙

拝
所
と
し
た
。
同
三
十
六
年
に
は
神
霊
を
山
頂
よ
り
遷
座
し
て
本
宮
（
本
社
）
と
定
め
、
今
に
至
っ
て
い
る
。

�

（
林
原
）

●
九
月
甲
戌
︵
五
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

甲（
五
）戌
。
①
散
事
従
四
位
下
百
済
王
貴
命
卒
す
。
貴
命
は
、
②
従
四
位
下
陸
奥
鎮
守
将
軍
兼
下
野
守
俊
哲
の
女
な
り
。
貴
命
、
③
姿
質
姝
麗

に
し
て
、
女
工
に
閑
う
。
嵯
峨
太
上
天
皇
御
宇
の
時
、
引
き
て
女
御
と
な
る
。
即
ち
是
れ
④
二
品
式
部
卿
大
宰
帥
忠
良
親
王
の
母
な
り
。

弘
仁
十
年
正
月
従
五
位
上
に
叙
し
、
十
月
十
一
日
従
四
位
下
に
叙
す
。

︻
現
代
語
訳
︼

五
日
。
散
事
従
四
位
下
百
済
王
貴
命
が
卒
去
し
た
。
貴
命
は
、
従
四
位
下
陸
奥
鎮
守
将
軍
兼
下
野
守
俊
哲
の
娘
で
あ
る
。
容
姿
と
性
質
と

も
に
麗
し
く
、
裁
縫
な
ど
の
女
性
の
務
め
に
習
熟
し
て
い
た
。
嵯
峨
天
皇
の
御
世
の
時
、
女
御
と
し
て
引
き
立
て
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
二

品
式
部
卿
大
宰
帥
忠
良
親
王
の
母
で
あ
る
。
弘
仁
十
年
正
月
に
従
五
位
上
、
十
月
十
一
日
に
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
。
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︻
注
釈
︼

①
散
事
従
四
位
下
百
済
王
貴
命　
（
？
―
八
五
一
）
俊
哲
の
娘
。
母
は
不
詳
。
嵯
峨
女
御
。
基
良
・
忠
良
親
王
と
基
子
内
親
王
の
生
母
。
六

国
史
上
に
は
承
（
天
長
十
一
年
・
八
三
四
）

和
元
年
二
月
乙
（
十
四
日
）

未
紀
の
忠
良
親
王
の
加
冠
記
事
内
と
本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
。
散
事
は
こ
こ
で
は
散
位
の
こ
と
。

②
従
四
位
下
陸
奥
鎮
守
将
軍
兼
下
野
守
俊
哲　
（
？
―
七
九
五
）『
百
済
王
三
松
氏
系
図
』
に
よ
れ
ば
、
刑
部
卿
従
三
位
敬
福
の
孫
、
理
伯

の
子
。
宝（
七
七
五
）

亀
六
年
十
一
月
乙
（
十
五
日
）
巳
に
夷
俘
の
乱
を
制
し
た
功
で
勲
六
等
が
授
け
ら
れ
た
。
時
に
従
六
位
上
。
同
八
年
十
二
月
辛
（
十
四
日
）
卯
に
勲
五

等
、
同
九
年
六
月
庚
（
二
十
五
日
）
子
に
も
蝦
夷
征
討
の
功
に
よ
り
勲（
マ
マ
）

五
等
、
同
十
一
年
三
月
乙
（
二
十
日
）
酉
に
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
、
同
年
四
月
庚
（
二
十
六
日
）
申
に

従
五
位
上
と
累
進
し
、
同
年
六
月
辛（
八
日
）丑
に
陸
奥
鎮
守
副
将
軍
と
な
る
。
同
年
十
二
月
丁
（
二
十
七
日
）
巳
に
は
賊
に
囲
ま
れ
た
際
に
神
力
に
よ
っ
て
救

わ
れ
た
と
し
て
、
桃
生
・
白
河
郡
の
十
一
社
を
官
社
に
加
え
る
よ
う
言
上
し
、
許
さ
れ
て
い
る
。
天
（
宝
亀
十
二
年
・
七
八
一
）

応
元
年
九
月
丁
（
二
十
二
日
）

丑
伊
治
公
呰
麻
呂

が
起
こ
し
た
反
乱
に
対
応
し
た
労
に
よ
っ
て
正
五
位
上
（
二
階
昇
進
）
勲
四
等
。
そ
の
後
、
延（
七
八
七
）

暦
六
年
閏
五
月
丁（
五
日
）巳
に
は
何
ら
か
の
事

件
に
座
し
て
陸
奥
鎮
守
将
軍
か
ら
一
時
日
向
権
介
に
左
遷
さ
れ
た
が
、
同
九
年
三
月
庚（
四
日
）子
に
は
罪
を
免
さ
れ
入
京
し
た
。
免
罪
の
理
由

と
し
て
、
武
官
と
し
て
の
才
が
惜
し
ま
れ
、
ま
た
そ
の
前
月
百
済
王
氏
を
外
戚
と
す
る
詔
が
出
さ
れ
、
同
氏
に
対
す
る
礼
遇
が
高
め
ら

れ
た
と
の
説
が
あ
る
（『
国
史
大
辞
典
』
利
光
三
津
夫
執
筆
）。
同
十
年
正
月
己
（
十
八
日
）
卯
に
蝦
夷
征
討
の
た
め
坂
上
田
村
麻
呂
と
と
も
に
東
海
道

に
遣
わ
さ
れ
、
同
月
癸
（
二
十
二
日
）
未
下
野
守
、
同
年
七
月
壬
（
十
三
日
）
申
征
夷
副
使
、
同
年
九
月
庚
（
二
十
二
日
）
辰
再
び
陸
奥
鎮
守
将
軍
（
兼
下
野
守
）
に
任
じ
ら
れ
た
。

同
十
四
年
八
月
辛（
七
日
）未
に
卒
去
。
極
位
は
従
四
位
下
勲
三
等
（
承
（
天
長
十
一
年
・
八
三
四
）

和
元
年
二
月
乙
（
十
四
日
）

未
紀
）。

③
姿
質
姝
麗
に
し
て　
「
姝
麗
」
は
麗
し
い
の
意
。『
後
漢
書
』
巻
十
、
皇
后
紀
上
和
熹
鄧
皇
后
紀
に
「
七
年
、
后
復
与
諸
家
子
俱
選
入
宮
。

后
長
七
尺
二
寸
、
姿
顔
姝
麗
、
絶
異
於
衆
、
左
右
皆
驚
」
と
あ
る
。「
女
工
」
は
女
性
の
仕
事
の
意
。『
晋
書
』
巻
三
十
一
、
列
伝
第
一

皇
妃
上
武
元
楊
皇
后
伝
に
「
后
少
聡
慧
、
善
書
、
姿
質
美
麗
、
閑
於
女
工
」
と
あ
る
。

④
二
品
式
部
卿
大
宰
帥
忠
良
親
王　

嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
十
月
丁（
三
日
）未

条
注
釈
①
参
照
。
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�

（
林
原
）

●
九
月
戊
寅
︵
九
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

戊（
九
）寅

。
①
水
災
有
る
を
以
て
、
②
重
陽
宴
を
廃
す
。
但
し
公
卿
近
仗
の
下
に
於
い
て
、
諸
侍
臣
と
聊
か
菊
酒
を
進
む
。
禄
を
賜
う
こ
と
差

有
り
。

︻
現
代
語
訳
︼

九
日
。
水
害
を
理
由
に
重
陽
の
宴
を
中
止
し
た
。
但
し
公
卿
は
左
近
衛
府
陣
下
で
諸
侍
臣
と
少
し
ば
か
り
の
菊
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
。
差

を
つ
け
て
禄
を
与
え
た
。

︻
注
釈
︼

①
水
災　

八
月
己（
十
日
）酉
・
癸
（
十
四
日
）
丑
条
参
照
。

②
重
陽
宴　

九
月
九
日
の
重
陽
の
日
に
催
さ
れ
る
観
菊
の
宴
。
重
陽
と
は
陽
数
の
極
で
あ
る
九
が
重
な
る
こ
と
か
ら
の
称
で
あ
り
、
重
九

と
も
い
う
。
菊
酒
（
杯
に
菊
花
を
浮
か
べ
た
酒
）
を
酌
み
交
わ
し
、
長
寿
を
祝
い
、
群
臣
に
漢
詩
を
作
ら
せ
た
。
天
（
六
八
五
）

武
十
四
年
九
月

壬（
九
日
）子

紀
に
「
天
皇
宴
于
旧
宮
安
殿
之
庭
」
と
あ
る
の
が
最
古
の
記
録
と
さ
れ
る
。「
重
陽
」
の
言
葉
の
初
見
は
、
天
（
七
五
八
）

平
宝
字
二
年
三
月

辛（
十
日
）巳
紀
の
「
去
天
平
勝
宝
八
歳
五
月
、
先
帝
登
遐
。
朕
自
遘
凶
閔
、
雖
懐
感
傷
、
為
礼
所
防
、
俯
従
吉
事
。
但
毎
臨
端
五
、
風
樹
驚
心
、

設
席
行
觴
、
所
不
忍
為
也
。
自
今
已
後
、
率
土
公
私
、
一
准
重
陽
、
永
停
此
節
焉
」
で
あ
る
。
嵯
峨
朝
以
後
、
神
泉
苑
に
て
文
人
に
漢
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詩
を
賦
さ
せ
宴
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
み
え
（
大（
八
〇
九
）

同
四
年
九
月
壬（
九
日
）子

紀
な
ど
）、
淳
和
朝
の
天（
八
三
一
）

長
八
年
以
後
は
、
場
所
が
紫
宸
殿
に
固
定

化
さ
れ
（
同
年
九
月
甲（
十
日
）辰

紀
）、
重
陽
節
と
し
て
の
儀
式
次
第
も
整
え
ら
れ
た
。

�

（
林
原
）

●
九
月
庚
辰
︵
十
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

庚（
十
一
）辰。
①
使
者
を
遣
わ
し
、
②
伊
勢
太
神
宮
に
向
か
い
、
細
馬
八
疋
を
奉
り
、
以
て
神
御
に
充
て
し
む
。
宝
幣
具
に
至
る
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
一
日
。
使
者
を
遣
わ
し
て
、
伊
勢
大
神
宮
に
向
か
わ
せ
、
細
馬
八
疋
を
奉
り
神
御
に
充
て
さ
せ
た
。
宝
幣
も
す
べ
て
そ
な
え
た
。

︻
注
釈
︼

①
使
者
を
遣
わ
し
︙　

九
月
十
一
日
の
例
幣
で
あ
る
。
嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
九
月
乙
（
十
一
日
）
酉
条
注
釈
③
参
照
。
な
お
、
同
日
条
で
は
例
幣
の
別
に
細
馬
五

疋
を
献
じ
て
、
神
御
に
充
て
て
い
る
。

②
伊
勢
太
神
宮　

六
月
甲（
三
日
）辰

条
注
釈
①
参
照
。

�

（
林
原
）
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●
九
月
乙
酉
︵
十
六
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

乙（
十
六
）酉。

特
に
①
出
雲
国
熊
野
・
②
杵
築
両
大
神
を
擢
き
て
、
並
び
に
従
三
位
を
加
う
。
③
青
幡
佐
草
壮
丁
命
・
④
御
訳
命
・
⑤
阿
遅
須
伎
高

彦
根
命
・
⑥
与
都
彦
命
・
⑦
速
飄
別
命
・
⑧
天
穂
日
命
神
等
に
並
び
に
従
五
位
下
を
授
く
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
六
日
︒
特
に
出
雲
国
熊
野
・
杵
築
両
大
神
を
選
び
出
し
て
従
三
位
を
授
け
た
。
青
幡
佐
草
壮
丁
命
・
御
訳
命
・
阿
遅
須
伎
高
彦
根
命
・

与
都
彦
命
・
速
飄
別
命
・
天
穂
日
命
神
な
ど
に
並
び
に
従
五
位
下
を
授
け
た
。

︻
注
釈
︼

①
出
雲
国
熊
野　

現
島
根
県
松
江
市
八
雲
町
熊
野
に
あ
る
熊
野
大
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
出
雲
国
意
宇
郡
「
熊
野
坐

神
社
名
神
大

」
に
比
定
さ
れ
る
。
現
祭
神
は
、
伊
邪
那
伎
日
真
名
子
加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
櫛
御
気
野
命
（
素
戔
嗚
尊
）。
当
表
記
は
「
出
雲

国
造
神
賀
詞
」
祝
詞
の
「
伊
射（
邪
）那
伎
能
日
真
名
子
、
加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
櫛
御
気
野
命
」
を
採
用
し
た
も
の
で
、
伊
邪
那
岐
命
が
可
愛

が
る
御
子
、
神
聖
な
祖
神
で
熊
野
に
鎮
座
す
る
食
物
の
神
を
意
味
す
る
。『
令
集
解
』
職
員
令
、
神
祇
官
条
「
古
記
」
な
ら
び
に
『
令

義
解
』
神
祇
令
、
天
神
地
祇
条
に
天
神
の
一
つ
と
し
て
「
出
雲
国
造
斎
神
」
と
み
え
る
の
が
同
社
の
祭
神
で
、
出
雲
国
造
と
深
い
関
係

が
あ
っ
た
。『
令
集
解
』
選
叙
令
、
同
司
主
典
条
令
釈
所
引
の
養（
七
二
三
）

老
七
年
十
一
月
十
六
日
太
政
官
処
分
に
よ
る
と
「
八
神
郡
」
の
一
つ

と
し
て
同
社
の
あ
る
意
宇
郡
が
み
え
、『
新
抄
格
勅
符
抄
』
神
事
諸
家
封
戸
所
載
の
大（
八
〇
六
）

同
元
年
牒
に
も
「
熊
野
神　

廿
五
戸　

出
雲
国

加
十
戸
」
と
あ
り
、
神
封
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
本
日
条
の
後
、
天
（
貞
観
元
年
・
八
五
九
）

安
三
年
正
月
二
十
七
日
に
正
三
位
、
同
年
五
月
二
十
八
日
に
従
二
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位
、
同
九
年
四
月
八
日
に
正
二
位
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
本
日
条
と
同
様
に
杵
築
神
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
勲
位
に
は
差
が
あ
り
、

熊
野
が
勲
七
等
、
杵
築
が
勲
八
等
と
み
え
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
大
社
」
表
記
は
両
社
の
み
で
、
ま
た
鳥
羽
・
六
条
朝

の
一
代
一
度
の
大
神
宝
使
の
発
遣
で
は
、
山
陰
道
唯
一
の
発
遣
社
で
あ
り
（『
殿
暦
』
天（
一
一
〇
九
）

仁
二
年
十
月
二
十
九
日
条
・『
兵
範
記
』

仁（
一
一
六
七
）

安
二
年
十
一
月
十
一
日
条
）、
出
雲
を
代
表
す
る
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
斉（
六
五
九
）

明
五
年
是
歳
紀
に
「
命
出
雲
国
造
闕名

修

厳
神
之
宮
」
と
あ
る
「
神
之
宮
」
は
、
同
社
ま
た
は
杵
築
社
、
あ
る
い
は
両
社
を
指
す
と
の
説
も
あ
る
。

②
杵
築　

現
島
根
県
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
に
あ
る
出
雲
大
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
出
雲
国
出
雲
郡
「
杵
築
大
社

名
神
大

」
に
比
定
さ
れ
る
。
現
祭
神
は
大
国
主
大
神
。『
令
集
解
』
職
員
令
、
神
祇
官
条
「
古
記
」
な
ら
び
に
『
令
義
解
』
神
祇
令
、
天
神

地
祇
条
に
地
祇
の
一
つ
と
し
て
「
出
雲
大
汝
神
」
と
み
え
る
の
が
同
社
の
祭
神
で
あ
る
。『
新
抄
格
勅
符
抄
』
神
事
諸
家
封
戸
所
載
の

大（
八
〇
六
）

同
元
年
牒
に
「
杵
築
神　

六
十
一
戸
」
と
あ
る
。
同
社
は
『
古
事
記
』
国
譲
り
段
に
「
八
十
坰
手
」、『
書
紀
』
神
代
下
第
九
段
本
文

に
「
八
十
隅
」、
同
一
書
第
二
に
「
天
日
隅
宮
」
な
ど
と
み
え
、
国
譲
り
神
話
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
平
安
時
代
中
頃
の
『
口
遊
』

に
は
、「
雲
太
、
和
二
、
京
三
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
雲
太
」
と
は
同
社
本
殿
、「
和
二
」
は
東
大
寺
大
仏
殿
、「
京
三
」
は
平
安
京
大

極
殿
を
指
し
、
同
社
本
殿
が
日
本
一
の
高
さ
を
誇
る
高
層
神
殿
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
境
内
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、

八
脚
門
の
南
東
か
ら
拝
殿
に
か
け
て
、
瑪
瑙
製
の
勾
玉
な
ど
古
墳
時
代
の
祭
祀
遺
物
と
と
も
に
、
三
本
の
杉
を
束
ね
赤
彩
し
た
本
殿
の

巨
大
柱
が
発
見
さ
れ
て
い
る
（
大
社
町
教
育
委
員
会
『
出
雲
大
社
境
内
遺
跡
』
二
〇
〇
四
年
）。
雄
略
段
「
夜や

本お

爾に

余よ

志し　

伊い

岐き

豆づ

岐き

能の

美み

夜や

」
や
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
祝
詞
「
八
百
丹
杵
築
宮
」
な
ど
に
み
え
る
「
や
お
に
」
は
、
こ
の
赤
彩
巨
大
柱
に
由
来
す
る
枕
詞
だ

と
い
う
（
上
田
正
昭
「
古
代
出
雲
の
魅
力
」（『
大
出
雲
展
』
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
二
年
））。

③
青
幡
佐
草
壮
丁
命　

現
島
根
県
松
江
市
佐
草
町
に
あ
る
八
重
垣
神
社
の
祭
神
。
青
幡
佐
久
佐
丁
壮
命
・
青
幡
佐
草
日
古
命
と
も
。
素
盞

嗚
命
と
奇
稲
田
姫
命
の
子
で
あ
り
、
八
重
垣
神
社
宮
司
の
祖
神
で
あ
る
と
い
う
。
現
祭
神
は
素
盞
嗚
命
・
稲（
奇
稲
田
姫
命
）

田
姫
命
で
、
合
祭
神
と
し
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て
大
己
貴
命
、
相
殿
に
青
幡
佐
久
佐
日
子
命
を
祀
る
。
現
社
名
は
『
古
事
記
』
で
速（

素

盞

嗚

命

）

須
佐
之
男
命
が
詠
ん
だ
和
歌
「
夜や

久く

毛も

多た

都つ　

伊い

豆ず

毛も

夜や

幣へ

賀が

岐き　

都つ

麻ま

碁ご

微み

爾に　

夜や

幣へ

賀が

岐き

都つ

久く

流る　

曽そ

能の

夜や

幣へ

賀が

岐き

袁を

」
に
ち
な
む
。
本
来
、
当
地
に
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇

郡
に
み
え
る
「
佐
久
佐
社
」
が
あ
り
、
大
原
郡
の
須
賀
大
明
神
が
遷
座
し
て
き
た
際
に
吸
収
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
時
期
は
、

康（
一
四
五
五
―
五
七
）

正
年
間
ま
で
「
佐
草
社
」
が
確
認
で
き
（
式
内
社
研
究
会
『
式
内
社
調
査
報
告
』
二
〇
・
二
一
巻
、
一
九
八
三
年
）、
永（
一
五
六
六
）

禄
九
年
閏
八
月

十
三
日
「
毛
利
元
就
安
堵
状
」
に
「
八
重
垣
」
が
初
見
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
意

宇
郡
大
草
郷
に
は
「
須
佐
乎
命
御
子
、
青
幡
佐
久
佐
丁
壮
命
坐
。
故
、
云
大
草
」
と
記
さ
れ
、
大
草
郷
も
「
さ
く
さ
」
と
訓
ま
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。「
佐
久
佐
社
」
は
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
出
雲
国
意
宇
郡
「
佐
久
佐
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。
同
社
は
出
雲
国
内
で
も

著
名
な
神
社
の
一
つ
で
、
本
日
条
の
後
、
貞（
八
六
五
）

観
七
年
十
月
二
十
八
日
に
「
左
草
神
」
と
し
て
従
五
位
上
、
同
十
三
年
十
一
月
十
日
に

「
佐
草
神
」
と
し
て
正
五
位
下
、
元（
八
七
八
）

慶
二
年
三
月
三
日
に
「
青
幡
佐
草
壮
丁
神
」
と
し
て
正
五
位
上
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
境
内
奥
地

の
佐
久
佐
女
の
森
は
、
素
盞
嗚
命
が
八
岐
大
蛇
を
退
治
す
る
際
、
稲
田
姫
命
を
隠
し
た
場
所
と
伝
わ
る
。

④
御
訳
命　

現
島
根
県
安
来
市
飯
生
町
に
あ
る
意
多
伎
神
社
の
合
祀
社
、
御
訳
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
出
雲
国
意

宇
郡
「
同
（
意
多
伎
神
社
）
社
坐
御
訳
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
に
は
「
意
陀
支
社
」
が
二
社
あ
り
、
そ
れ
が
意
多
伎
神
社

と
御
訳
神
社
で
あ
る
。
こ
の
後
、
貞（
八
六
五
）

観
七
年
十
月
二
十
八
日
に
従
五
位
上
、
同
十
三
年
十
一
月
十
日
に
正
五
位
下
と
な
っ
て
い
る
。

⑤
阿
遅
須
伎
高
彦
根
命　

大
国
主
命
と
多
紀
理
毘
売
命
の
御
子
神
。『
古
事
記
』
大
国
主
命
段
に
「
故
此
大
国
主
神
、
娶
坐
胸
形
奥
津
宮

神
・
多
紀
理
毘
売
命
、
生
子
、
阿
遅
二
字
以
音

鉏
高
日
子
根
神
、（
中
略
）
此
之
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
者
、
今
謂
迦
毛
大
御
神
者
也
」
と
あ
り
、

『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
賀
茂
神
戸
に
「
坐
葛
城
賀
茂
社
」、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
祝
詞
に
「
葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
尓
坐
」、『
延
喜
式
』

神
名
帳
の
大
和
国
葛
上
郡
に
「
高
鴨
阿
治
須
岐
託
彦
根
命
神
社
四
座
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
々
は
大
和
国
葛
城
地
方
、
賀
茂
氏
の
祭
神

と
考
え
ら
れ
る
。「
大
御
神
」
の
表
記
は
、『
古
事
記
』
で
は
「
天
照
大
御
神
」、「
伊
邪
那
岐
大
御
神
」、「
伊
勢
大
御
神
宮
」
が
み
え
、
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ア
マ
テ
ラ
ス
の
他
に
最
初
か
ら
「
大
御
神
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
同
神
の
み
で
あ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
仁
多
郡
三
沢（
津
）郷

条
は
、
顎
鬚

が
生
え
る
ま
で
言
葉
が
通
じ
な
か
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ム
チ
ワ
ケ
伝
承
と
類
似
の
話
を
載
せ
る
。

⑥
与
都
彦
命　

本
日
条
が
初
見
。
現
島
根
県
雲
南
市
大
東
町
小
河
内
に
あ
る
除よ
け

川が
わ

・
与
都
彦
命
両
神
社
の
祭
神
、
淀
彦
命
か
。『
出
雲
国

風
土
記
』
大
原
郡
に
「
除
川
社
」
は
み
え
る
が
、
与
都
彦
社
は
み
え
な
い
。
あ
る
い
は
与
都
彦
は
与よ

祁け

彦ひ
こ

の
誤
り
か
。

⑦
速
飄
別
命　

現
島
根
県
松
江
市
東
出
雲
町
下
意
東
に
あ
る
筑
陽
神
社
の
合
殿
波は

夜や

都つ

武む

自じ

和わ

気け

神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神

名
帳
の
出
雲
国
意
宇
郡
「
同
（
筑
陽
神
社
）社坐
波
夜
都
武
自
和
気
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。
但
し
同
帳
島
根
郡
の
「
同
（
久
良
禰
神
社
）
社
坐
波
夜
都
武
自
別
神
社
」

（
現
島
根
県
松
江
市
新
庄
町
）
の
可
能
性
も
あ
る
。
速
飄
別
命
は
疾
風
を
司
る
神
で
あ
る
。『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
高
皇
産
霊

尊
の
詔
に
よ
っ
て
吾
神
御
子
饒
速
日
尊
の
消
息
を
確
認
す
る
た
め
に
速
飄
神
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
饒
速
日
尊
は
す
で
に
死
ん
で
お
り
、

亡
骸
を
天
上
に
持
ち
帰
っ
た
と
い
う
。

⑧
天
穂
日
命
神　

現
島
根
県
安
来
市
吉
佐
町
に
あ
る
支
布
佐
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
出
雲
国
能
義
郡
「
天
穂
日
命

神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
一
方
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
名
が
み
え
な
い
。
能
義
郡
の
設
置
は
六
国
史
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
本
日

条
の
後
、
天
（
斉
衡
四
年
・
八
五
七
）

安
元
年
六
月
甲
（
十
九
日
）
申
に
天
穂
日
命
神
社
が
官
社
に
列
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
郡
設
置
を
機
に
小
社
に
加
え
ら
れ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
天
穂
日
命
は
、『
書
紀
』
神
代
第
七
段
一
書
第
三
に
「
天
穂
日
命
、
此
出
雲
臣
、
武
蔵
国
造
、
土
師
連
等
遠
祖
也
」、『
古
事

記
』
誓
約
段
に
「
故
此
後
所
生
五
柱
子
之
中
、
天
菩
比
命
之
子
、
建
比
良
鳥
命
此
出
雲
国
造
（
中
略
）

遠
江
国
造
等
之
祖
也

」
と
あ
り
、
両
書
と
も
出
雲
臣
（
出
雲
国

造
）
の
遠
祖
と
す
る
。『
姓
氏
録
』
は
出
雲
臣
の
祖
に
つ
い
て
、
右
京
神
別
上
天
孫
に
「
出
雲
臣　

天
穂
日
命
十
二
世
孫
、
鵜う
か
づ
く
ぬ

濡
渟
命

之
後
也
」、
河
内
国
神
別
天
孫
に
「
出
雲
臣　

天
穂
日
命
十
二
世
孫
、
宇う

賀か

都づ

久く

野ぬ

命
之
後
也
」
と
記
す
。
こ
の
鵜
濡
渟
命
（
宇
賀
都

久
野
命
）
は
、
崇
神
六
十
年
七
月
己
（
十
四
日
）
酉
紀
の
出
雲
の
神
宝
伝
承
に
登
場
す
る
「
鸕
濡
渟
」
と
同
名
で
あ
る
。
天
穂
日
命
は
記
紀
で
は
天

孫
降
臨
に
先
ん
じ
て
葦
原
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
大
国
主
命
を
説
得
す
る
内
に
心
腹
し
、
三
年
を
経
て
も
帰
還
し
な
か
っ
た
と
す
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る
。
一
方
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
祝
詞
で
は
、
地
上
を
く
ま
な
く
視
察
、
報
告
し
、
自
身
の
御
子
神
を
も
派
遣
し
て
国
譲
り
を
成
功

さ
せ
て
い
る
。『
書
紀
』
で
は
こ
の
後
、
国
譲
り
の
条
件
（
天
皇
治
世
の
正
統
性
の
根
拠
）
と
し
て
天
穂
日
命
に
大
国
主
命
を
祀
る
よ
う

命
じ
て
い
る
。
遠
祖
天
穂
日
命
が
大
国
主
命
を
祭
祀
す
る
こ
と
を
受
け
、
出
雲
国
造
も
大
国
主
命
を
斎
く
と
い
う
二
次
的
な
関
係
が
窺

え
る
。
現
在
は
、
出
雲
大
社
北
島
国
造
館
（
島
根
県
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
）
に
あ
る
境
内
社
「
御
三
社
」
で
も
祀
ら
れ
て
い
る
。

�

（
林
原
）

●
九
月
丁
亥
︵
十
八
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

丁（
十
八
）亥。
①
無
品
親
子
内
親
王
薨
ず
。
親
王
は
、
仁
明
天
皇
の
女
な
り
。
②
母
は
藤
原
氏
。
天
皇
殊
に
之
を
憐
愛
す
。
天
皇
の
崩
ず
る
後
、

哀
慕
休
む
こ
と
無
し
。
遂
に
以
て
滅
性
す
。
時
の
人
之
を
悲
し
む
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
八
日
。
無
品
親
子
内
親
王
が
薨
去
し
た
。
内
親
王
は
、
仁
明
天
皇
の
娘
で
あ
る
。
母
は
藤
原
氏
。
天
皇
は
特
に
内
親
王
を
憐
れ
み
慈
し

ん
だ
。
天
皇
崩
御
の
後
、
悲
し
み
慕
う
気
持
ち
が
止
む
こ
と
な
く
、
遂
に
は
身
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
人
々
は
こ
れ
を
悲
し
ん
だ
。

︻
注
釈
︼

①
無
品
親
子
内
親
王　
（
？
―
八
五
一
）
仁
明
皇
女
。
母
は
藤
原
貞
子
（
女
御
）。
成
康
親
王
・
平
子
内
親
王
は
同
母
兄
弟
。
母
と
と
も
に

仁
明
に
寵
愛
さ
れ
た
。
承（
八
三
七
）

和
四
年
二
月
癸
（
三
十
日
）
亥
に
「
近
江
国
野
洲
郡
公
田
并
荒
廃
田
二
百
八
十
五
町
」、
同
十
年
十
一
月
丁
（
十
三
日
）
酉
に
「
丹
波
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国
氷
上
郡
空
閑
地
廿
町
」、
嘉
（
承
和
十
五
年
・
八
四
八
）

祥
元
年
八
月
壬
（
十
六
日
）

寅
に
は
有
智
子
内
親
王
家
所
有
の
「
伯
耆
国
会
見
郡
路
下
十
一
条
荒
廃
公
田
百
廿
町
」

か
ら
八
〇
町
を
割
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

②
母
は
藤
原
氏　

藤
原
貞
子
。
嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
七
月
辛
（
二
十
六
日
）

丑
条
注
釈
①
参
照
。

�

（
林
原
）

●
九
月
甲
午
︵
二
十
五
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

甲（
廿
五
）午。
①
筑
後
国
高
良
玉
垂
神
の
階
を
進
め
て
従
三
位
を
加
う
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
五
日
。
筑
後
国
高
良
玉
垂
神
の
神
階
を
進
め
て
従
三
位
を
授
け
た
。

︻
注
釈
︼

①
筑
後
国
高
良
玉
垂
神　

嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
十
月
辛（
七
日
）亥
条
注
釈
⑮
参
照
。

�

（
木
本
）
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●
九
月
乙
未
︵
二
十
六
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

乙（
廿
六
）未。
①
従
五
位
下
弘
宗
王
奏
し
て
子
男
八
人
其
の
王
号
を
改
め
、
姓
②
中
原
真
人
を
賜
ら
ん
こ
と
を
請
う
。
之
を
許
す
。
③
散
位
従
四

位
下
藤
原
朝
臣
岳
守
卒
す
。
岳
守
は
、
④
従
四
位
下
三
成
の
長
子
な
り
。
天
性
寛
和
に
し
て
、
士
の
賢
不
肖
無
く
、
心
を
傾
け
引
接
す
。

少
く
し
て
大
学
に
遊
び
て
、
史
伝
を
渉
猟
し
、
頗
る
草
隷
を
習
う
。
天
長
元
年
⑤
東
宮
に
侍
す
。
左
右
に
応
対
す
る
こ
と
、
挙
止
閑
雅
に

し
て
、
太
子
甚
だ
こ
れ
を
器
重
し
、
三
年
内
舍
人
を
拝
す
。
七
年
父
を
喪
う
。
孝
思
礼
を
過
ぎ
、
毀
滅
に
幾ち
か

し
。
太
子
践
祚
し
て
、
右
近

衛
将
監
を
拝
す
。
俄
に
遷
り
て
内
蔵
助
と
な
る
。
承
和
元
年
従
五
位
下
を
授
く
。
三
年
兼
ね
て
讃
岐
介
と
な
る
。
⑥
遷
り
て
左
馬
頭
と
な

る
。
讃
岐
介
は
故
の
如
し
。
五
年
左
少
弁
と
な
る
も
、
辞
す
る
に
⑦
停
耳
に
て
聴
受
能
わ
ざ
る
を
以
て
す
。
出
で
て
大
宰
少
弐
と
な
る
。

大
唐
人
の
貨
物
を
検
校
す
る
に
因
り
て
、
適た
ま

々た
ま
⑧
元
白
の
詩
筆
を
得
る
に
奏
上
す
。
帝
甚
だ
耽
悦
し
、
⑨
従
五
位
上
を
授
く
。
十
二
年
正

五
位
下
を
授
く
。
十
三
年
従
四
位
下
を
授
け
、
特
に
右
近
衛
中
将
を
拝
す
。
⑩
兼
ね
て
美
作
守
と
な
る
。
嘉
祥
元
年
出
で
て
近
江
守
と
な

る
。
人
民
老
少
、
倶
に
皆
仰
慕
す
。
帰
り
罷
る
の
後
、
復
た
栄
望
す
る
こ
と
無
し
。
論
者
之
を
高
き
と
す
。
卒
時
年
四
十
四
。

︻
現
代
語
訳
︼

二
十
六
日
。
従
五
位
下
弘
宗
王
が
奏
上
し
て
、
息
子
八
人
の
王
号
を
改
め
て
、
中
原
真
人
の
賜
姓
を
願
い
出
た
。
こ
れ
を
許
可
し
た
。
散

位
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
岳
守
が
卒
去
し
た
。
岳
守
は
従
四
位
下
三
成
の
長
子
で
あ
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
心
が
広
く
和
や
か
で
、
役

人
が
賢
い
か
未
熟
で
あ
る
か
は
関
係
な
く
、
心
を
傾
け
応
対
し
た
。
幼
く
し
て
大
学
で
学
び
、
多
く
の
歴
史
書
を
読
み
、
特
に
書
道
を
よ

く
習
っ
た
。
天
長
元
年
に
東
宮
に
仕
え
た
。
物
事
に
応
対
す
る
立
ち
居
振
る
舞
い
は
し
と
や
か
で
優
雅
で
あ
り
、
皇
太
子
は
才
気
を
認
め

て
岳
守
を
重
用
し
、
三
年
に
内
舎
人
に
任
命
さ
れ
た
。
七
年
に
父
を
亡
く
し
た
。
孝
行
の
心
は
余
り
有
り
、
悲
し
み
で
命
を
落
と
し
そ
う
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な
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
皇
太
子
が
践
祚
す
る
と
、
右
近
衛
将
監
に
任
命
さ
れ
た
。
す
ぐ
に
遷
っ
て
内
蔵
助
と
な
っ
た
。
承
和
元
年
従
五
位
下

を
授
け
ら
れ
、
三
年
に
讃
岐
介
を
兼
任
し
た
。
遷
っ
て
左
馬
頭
と
な
っ
た
。
讃
岐
介
は
元
の
通
り
と
さ
れ
た
。
五
年
に
左
少
弁
と
な
っ
た

が
、
耳
の
不
調
に
よ
り
聞
き
取
り
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
辞
任
し
た
。
そ
の
後
、
都
を
離
れ
大
宰
少
弐
と
な
っ
た
。
唐
人
の
貨

物
を
検
校
し
た
際
、
た
ま
た
ま
元
白
の
詩
筆
を
入
手
し
た
の
で
天
皇
に
献
上
し
た
。
天
皇
は
大
変
喜
び
、
従
五
位
上
を
授
け
た
。
十
二
年

に
正
五
位
下
を
、
十
三
年
に
従
四
位
下
を
授
け
ら
れ
、
特
別
に
右
近
衛
中
将
に
任
命
さ
れ
、
美
作
守
を
兼
任
し
た
。
嘉
祥
元
年
に
近
江
守

と
な
っ
た
。
人
民
の
老
い
も
若
き
も
、
皆
岳
守
を
仰
ぎ
慕
っ
た
。
任
期
を
終
え
帰
京
し
た
後
は
、
再
び
出
世
を
望
む
こ
と
は
な
く
、
論
者

か
ら
尊
ば
れ
た
。
卒
去
し
た
時
四
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

︻
注
釈
︼

①
従
五
位
下
弘
宗
王　
（
生
没
年
不
詳
）
出
自
は
不
詳
だ
が
、
貞
（
八
七
四
）

観
十
六
年
二
月
二
十
三
日
紀
に
「
左
京
人
中
原
真
人
正
基
賜
姓
清
原
真
人
。

其
先
舍
人
親
王
之
後
也
」
と
あ
り
、
こ
の
正
基
が
弘
宗
王
の
系
譜
に
連
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
弘
宗
王
は
舎
人
親
王
の
後
裔
と
考
え
ら
れ

る
。
承（
八
四
一
）

和
八
年
正
月
甲
（
十
三
日
）
申
に
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
長
門
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
十
三
年
正
月
己（
七
日
）酉
に
従
五
位
上

に
叙
さ
れ
、
本
日
条
に
至
る
。
し
た
が
っ
て
本
日
条
の
位
階
は
誤
り
。
こ
の
後
、
丹
後
守
・
讃
岐
権
守
・
大
和
守
・
越
前
守
な
ど
の
地

方
官
を
歴
任
し
て
い
る
。「
讃
岐
国
万
農
池
後
碑
文
」（『
続
群
書
類
従
』
第
三
十
三
輯
上
、
雑
部
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
本
年
秋
に
満
濃
池

が
大
水
の
た
め
に
崩
壊
し
、
そ
の
後
も
旱
魃
な
ど
が
続
い
た
た
め
、
讃
岐
権
守
で
あ
っ
た
弘
宗
王
が
朝
廷
の
意
を
受
け
て
仁（
八
五
一
）

寿
二
年
八

月
か
ら
被
害
を
巡
見
し
、
翌
三
年
に
か
け
て
大
規
模
な
改
修
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
斉
（
天
安
元
年
・
八
五
七
）

衡
四
年
正
月
乙
（
十
六
日
）

卯
条
に
は
、「
前
讃
岐

守
正
五
位
下
弘
宗
王
（
中
略
）
散
禁
右
京
職
。
先
此
、
讃
岐
国
百
姓
等
訴
弘
宗
王
」
と
み
え
る
。
貞
観
四
年
十
二
月
二
十
七
日
紀
に
は

藤
原
良
相
に
よ
る
評
価
と
し
て
、「
頗
有
治
名
、
多
宰
州
県
。
雖
自
賢
之
費
或
罹
法
綱
、
而
談
諸
経
国
、
非
無
其
才
」
と
あ
る
こ
と
か
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ら
、
満
濃
池
改
修
に
お
い
て
も
、
そ
の
遂
行
の
た
め
に
百
姓
に
対
し
て
無
法
な
政
策
を
強
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
同
十
三
年

十
月
二
十
三
日
紀
に
も
「
越
前
国
守
従
四
位
下
弘
宗
王
、
為
百
姓
所
訴
。
増
出
挙
之
数
、
欲
私
其
息
利
。」
と
あ
り
、
出
挙
の
利
息
を

不
当
に
着
服
し
た
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
は
す
で
に
没
し
て
い
た
た
め
不
問
と
さ
れ
た
。

②
中
原
真
人　

本
日
条
が
初
見
。
舎
人
親
王
の
後
裔
に
多
く
賜
姓
さ
れ
た
清
原
真
人
姓
は
、
舎
人
親
王
の
父
、
天
武
の
宮
号
で
あ
る
浄
御

原
に
ち
な
む
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
が
あ
る
が
（
佐
伯
有
清
『
日
本
古
代
氏
族
事
典
』
雄
山
閣
、
一
九
九
四
年
）、
弘
宗
王
が
舎
人
親
王
の

後
裔
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
武
の
和
風
諡
号
で
あ
る
天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
に
因
ん
で
望
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
。

③
散
位
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
岳
守　

四
月
癸
卯
朔
条
注
釈
㊵
参
照
。
六
国
史
上
の
初
見
は
承
（
天
長
十
一
年
・
八
三
四
）

和
元
年
正
月
戊（
七
日
）午

紀
で
、
正
六
位
上
か
ら
従

五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
本
日
条
に
記
さ
れ
る
、
内
舎
人
・
右
近
衛
将
監
・
内
蔵
助
・
讃
岐
介
・
左
少
弁
・
大
宰
少
弐
の
補
任
に
つ

い
て
は
他
に
み
え
な
い
。
一
方
、
本
日
条
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
十
二
年
正
月
戊
（
十
一
日
）
午
紀
に
左
近
衛
少
将
、
本
年
四
月
癸
卯
朔
条

に
出
居
侍
従
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。

④
従
四
位
下
三
成　
（
七
八
六
―
八
三
〇
）
南
家
巨
勢
麻
呂
流
、
真
作
の
息
。
母
は
御
井
氏
の
娘
。
六
国
史
上
の
初
見
は
弘
（
八
二
〇
）

仁
十
一
年
正
月

庚（
七
日
）辰
紀
で
、
正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
ま
も
な
く
主
殿
頭
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
、
春
宮
亮
と
し
て
正
良
親
王

（
仁
明
）
に
仕
え
た
。
天（
八
二
五
）

長
二
年
に
従
五
位
上
、
次
い
で
正
五
位
下
と
な
り
越
中
守
を
兼
任
。
同
七
年
に
従
四
位
下
と
な
る
。
同
年
四

月
癸
（
三
十
日
）
酉
に
四
十
五
歳
で
卒
去
。
卒
伝
に
は
「
天
資
慎
密
、
言
語
無
瑕
。
一
朝
能
琴
之
士
也
。
人
琴
已
往
、
誰
復
継
之
」
と
あ
る
。
ま
た
、

『
経
国
集
』
に
漢
詩
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

⑤
東
宮　

正
良
親
王
（
八
一
〇
―
五
〇
）。
後
の
仁
明
。
嵯
峨
の
第
一
皇
子
で
、
母
は
橘
嘉
智
子
。
弘
（
八
二
三
）

仁
十
四
年
四
月
壬（
十
八
日
）寅立

太
子
、

天（
八
三
三
）

長
十
年
二
月
乙
（
二
十
八
日
）
酉
に
淳
和
よ
り
譲
位
さ
れ
践
祚
し
た
。
三
成
・
岳
守
は
父
子
共
に
正
良
親
王
に
仕
え
た
こ
と
に
な
る
。

⑥
遷
り
て
左
馬
頭
と
な
る　

当
該
の
補
任
に
つ
い
て
は
承
（
八
四
六
）

和
十
三
年
正
月
乙
（
十
三
日
）
卯
紀
に
み
え
る
。
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⑦
停
耳　

江
戸
時
代
の
本
草
書
『
本
朝
食
鑑
』
に
「
停
耳
出
膿
」
の
語
が
み
え
る
。
い
わ
ゆ
る
耳
だ
れ
の
こ
と
か
。

⑧
元
白
の
詩
筆　

元
稹
（
七
七
九
―
八
三
一
）
と
白
居
易
（
七
七
二
―
八
四
六
）
の
詩
集
の
意
。
白
居
易
の
詩
文
集
『
白
氏
文
集
』（
全
七
五

巻
、
会（
八
四
五
）

昌
五
年
成
立
）
の
内
、
元
稹
が
編
纂
を
手
掛
け
た
『
白
氏
長
慶
集
』（
長（
八
二
四
）

慶
四
年
完
成
）
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨
従
五
位
上
を
授
く　

当
該
の
昇
叙
に
つ
い
て
は
承（
八
三
九
）

和
六
年
正
月
庚（
七
日
）申

紀
に
み
え
る
。

⑩
兼
ね
て
美
作
守
と
な
る　

当
該
の
補
任
に
つ
い
て
は
承
（
八
四
六
）

和
十
三
年
九
月
壬
（
十
四
日
）
子
紀
に
み
え
る
。
こ
の
頃
、
善
愷
訴
訟
の
審
理
を
お
こ
な
っ

た
弁
官
五
名
が
伴
善
男
の
弾
劾
を
受
け
、
罷
免
な
ど
の
処
罰
が
次
々
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
同
日
紀
も
そ
の
一
環
で
、
右
大
弁
和
気

真
綱
の
兼
官
で
あ
っ
た
美
作
守
に
岳
守
が
替
わ
っ
て
任
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

�

（
木
本
）

●
十
月
己
亥
︵
一
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

冬
十
月
己
亥
朔
。
①
大
嘗
会
御
禊
の
装
束
使
、
并
び
に
②
前
後
鹵
簿
次
第
司
を
定
む
。

︻
現
代
語
訳
︼

十
月
一
日
。
大
嘗
会
御
禊
の
装
束
使
、
及
び
前
後
鹵
簿
次
第
司
を
定
め
た
。

︻
注
釈
︼

①
大
嘗
会
御
禊
の
装
束
使　
『
延
喜
式
』
太
政
官
、
大
嘗
会
条
に
は
、
大
嘗
祭
を
お
こ
な
う
年
の
十
月
下
旬
に
天
皇
が
川
上
に
臨
幸
し
て
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御
禊
を
お
こ
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
二
十
日
ほ
ど
前
に
装
束
使
と
次
第
司
を
任
命
す
る
と
定
め
て
い
る
。
装
束
使
の
員

数
は
「
長
官
一
人
三位

。
次
官
一
人
五
位
弁

。
判
官
二
人
一
人
史

。
主
典
二
人
並
六
位

以
下

」
と
す
る
。
本
日
条
は
、
本
年
十
一
月
辛
（
二
十
三
日
）

卯
の
大
嘗
祭
に
先
だ
っ

て
十
月
甲
（
二
十
六
日
）

子
に
お
こ
な
わ
れ
る
御
禊
の
装
束
使
な
ど
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

②
前
後
鹵
簿
次
第
司　

行
幸
に
従
う
隊
列
（
鹵
簿
）
を
監
督
す
る
の
が
次
第
司
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
太
政
官
、
大
嘗
会
条
は
御
前
・
御

後
次
第
司
の
員
数
を
そ
れ
ぞ
れ
「
長
官
一
人
三位

。
次
官
一
人
五位

。
判
官
二
人
。
主
典
二
人
並
六
位

以
下

」
と
す
る
。

�

（
木
本
）

●
十
月
癸
卯
︵
五
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

癸（
五
）卯
。
地
震
う
。

︻
現
代
語
訳
︼

五
日
。
地
震
が
あ
っ
た
。

�

（
木
本
）

●
十
月
乙
巳
︵
七
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

乙（
七
）巳
。
①
参
河
国
知ち

立り
ゅ
う

・
②
砥と

鹿が

両
神
の
階
を
進
め
、
並
び
に
従
五
位
上
を
加
う
。
③
糟か
す

目め

・
④
日
長
・
⑤
狭さ

投な
げ

・
⑥
野
見
・
⑦
謁あ
つ

磐わ

・
⑧

80



播
豆
・
⑨
赤
孫
・
⑩
御
津
・
⑪
石
鞍
・
⑫
石
纒
・
⑬
阿
志
等
十
一
神
に
並
び
に
従
五
位
下
を
授
く
。

︻
現
代
語
訳
︼

七
日
。
参
河
国
知
立
・
砥
鹿
両
神
の
神
階
を
進
め
て
、
並
び
に
従
五
位
上
を
授
け
た
。
糟
目
・
日
長
・
狭
投
・
野
見
・
謁
磐
・
播
豆
・
赤

孫
・
御
津
・
石
鞍
・
石
纒
・
阿
志
な
ど
の
十
一
神
に
並
び
に
従
五
位
下
を
授
け
た
。

︻
注
釈
︼

①
参
河
国
知
立　

現
愛
知
県
知
立
市
西
町
神
田
に
あ
る
知
立
神
社
の
祭
神
。
別
名
池ち

鯉り

鮒ふ

大
明
神
。
同
社
は
三
河
国
二
宮
で
、『
延
喜
式
』

神
名
帳
の
碧
海
郡
「
知
立
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
、
東
海
道
三
社
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
名
社
で
あ
る
。
祭
神
は
『
熱
田

鎮
座
記
』
に
は
吉
備
武
彦
（
日
本
武
尊
の
東
征
に
従
軍
）
と
あ
る
。
現
在
は
鸕う
ぶ
や
ふ
き
あ
え
ず

鶿
草
葺
不
合
尊
（
神
武
の
父
）
を
祀
る
。
神
主
家
永
見
氏

の
「
永
見
氏
家
譜
」（
知
立
神
社
古
文
書
）
に
は
「
天
照
大
神
御
孫
天
照
国
照
彦
火
明
櫛
玉
饒
速
日
尊
、
御
子
三
河
姓
祖
宇
麻
志
麻
治
命

之
末
三
河
国
造
知
波
屋
見
命
十
五
世
之
孫
、
三
河
姓
貞
連
、
白
鳳
二
年
蒙
天
武
天
皇
勅
命
為
三
河
碧
海
郡
知
立
神
主
」
と
あ
る
。
神
階

は
い
ず
れ
も
砥
鹿
神
と
並
記
さ
れ
、
貞（
八
六
四
）

観
六
年
二
月
十
九
日
に
従
五
位
上
か
ら
正
五
位
下
、
同
十
二
年
八
月
二
十
八
日
に
正
五
位
上

（
智
立
神
）、
同
十
八
年
六
月
八
日
に
従
四
位
下
か
ら
従
四
位
上
と
み
え
る
。
か
つ
て
嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
円
仁
が
神
宮
寺
を
創
立
し
て
知
立
神
社

の
別
当
寺
と
し
、
境
内
に
二
層
の
塔
を
建
て
て
愛
染
明
王
像
を
安
置
し
た
と
い
う
（
永（
一
五
〇
九
）

正
六
年
再
建
、
国
指
定
重
要
文
化
財
）。

②
砥
鹿　

嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
七
月
丙
子
朔
条
注
釈
①
参
照
。
現
愛
知
県
蒲
郡
市
豊
岡
町
に
あ
る
砥
石
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
本
宮
山
の
山
上
に
奥

宮
が
あ
り
、
里
宮
は
本
宮
山
南
麓
に
あ
る
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
宝
飯
郡
「
砥と

鹿か

神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。
嘉
祥
三
年
七
月
丙
子
朔

に
従
五
位
下
と
な
り
、
本
日
条
に
至
る
（
以
後
、
知
立
神
（
注
釈
①
）
に
同
じ
）。
社
伝
に
よ
る
と
、
当
社
の
世
襲
神
主
家
草
鹿
砥
氏
は

訳注日本文徳天皇実録（十一）81



穂ほ
の

別わ
け

の
後
裔
と
い
い
、
神
社
は
穂
（
後
の
宝
飯
郡
）
国
造
の
奉
斎
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

③
糟
目　

六
国
史
の
所
見
は
本
日
条
の
み
。
現
愛
知
県
豊
田
市
渡
刈
町
北
田
に
あ
る
糟
目
春
日
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名

帳
の
碧
海
郡
「
糟
目
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。『
三
河
国
内
神
名
帳
』
に
は
「
正
四
位
下
、
糟
目
明
神
、
坐
碧
海
郡
」
と
あ
る
。

明（
一
八
七
二
）

治
五
年
宮
路
村
（
現
愛
知
県
岡
崎
市
）
の
犬
頭
社
と
式
内
比
定
社
を
め
ぐ
っ
て
論
争
に
な
り
、
と
も
に
糟
目
春
日
神
社
・
糟
目
犬
頭

神
社
と
改
称
し
た
が
、
犬
頭
社
は
『
三
河
国
内
神
名
帳
』
に
糟
目
神
社
と
は
別
に
み
え
る
の
で
、
恐
ら
く
糟
目
春
日
神
社
が
当
社
で
あ

ろ
う
。
本
来
は
春
日
氏
の
氏
神
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
隣
国
尾
張
に
春
日
部
あ
り
）。
あ
る
い
は
糟
日
の
誤
り
か
。

④
日
長　

六
国
史
の
所
見
は
本
日
条
の
み
。
現
愛
知
県
岡
崎
市
中
島
町
新
町
に
あ
る
日
長
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の

碧
海
郡
「
日
長
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
が
、
同
県
安
城
市
高
木
町
の
同
名
社
を
比
定
す
る
説
も
あ
る
。
記
紀
の
誉
津
別
命
（
垂
仁
皇

子
）
の
伝
承
に
み
え
る
出
雲
の
肥
長
比
売
に
関
連
す
る
か
。
宝
飯
郡
の
莵
足
神
社
は
同
伝
承
で
誉
津
別
命
に
随
行
し
た
莵
上
王
（
開
化

曾
孫
）
を
祀
る
と
い
う
。

⑤
狭
投　

現
愛
知
県
豊
田
市
猿
投
町
大
城
に
あ
る
猿
投
三
社
大
明
神
の
祭
神
。
標
高
六
二
九
ｍ
の
猿
投
山
の
南
麓
に
本
社
、
山
上
の
東
麓

に
東
宮
、
西
峰
に
西
宮
が
鎮
座
す
る
。
周
辺
に
は
弥
生
～
古
墳
時
代
の
集
落
跡
が
あ
り
、
古
く
よ
り
青
銅
生
産
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
賀
茂
郡
「
狭
投
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。
観
音
堂
安
置
の
千
手
観
音
菩
薩
立
像
、
旧

西
宮
本
地
仏
の
観
音
菩
薩
像
な
ど
か
ら
は
、
平
安
時
代
末
期
の
神
仏
習
合
の
様
相
が
み
え
る
。
社
伝
西
南
の
杉
の
下
に
は
、
白
鳳
期
の

伊
保
の
白
鳳
寺
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
寺
塔
心
礎
が
残
る
。
現
祭
神
は
景
行
皇
子
の
大
碓
命
（
日（
小
碓
命
）

本
武
尊
の
兄
）。
同
皇
子
の
裔
で
あ
る

身
毛
津
君
・
守
君
は
、
当
社
が
所
在
す
る
三
河
国
賀
茂
郡
に
隣
接
す
る
美
濃
に
本
拠
を
持
つ
と
さ
れ
る
。
神
階
は
本
日
条
以
降
、

貞（
八
六
四
）

観
六
年
二
月
十
九
日
に
従
五
位
上
、
同
十
二
年
八
月
二
十
八
日
に
正
五
位
下
、
同
十
八
年
六
月
八
日
に
は
「
従
五
位
上
狭
投
神
・
赤

孫
神
並
正
五
位
下
」（
正
五
位
上
の
誤
り
か
）
と
み
え
、
同（
元
慶
元
年
）

十
九
年
閏
二
月
二
十
六
日
に
正
五
位
上
か
ら
従
四
位
下
と
な
っ
て
い
る
。
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⑥
野
見　

六
国
史
の
所
見
は
本
日
条
の
み
。
現
愛
知
県
豊
田
市
野
見
山
町
に
あ
る
野
見
神
社
の
祭
神
。
標
高
一
一
六
・
八
ｍ
の
野
見
山
に

鎮
座
す
る
。
同
社
の
現
祭
神
は
、
相
撲
伝
承
で
著
名
な
出
雲
臣
族
の
野
見
宿
禰
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
賀
茂
郡
「
野
見
神
社
」

に
比
定
さ
れ
る
（
同
論
社
に
同
市
榊
野
の
野
見
神
社
が
あ
る
が
、
当
社
は
野
見
宿
禰
で
は
な
く
天
夷ひ
な

鳥と
り

命
を
祀
る
）。
社
伝
に
よ
る
と
、
垂
仁

朝
に
創
始
さ
れ
、
中
世
に
は
歴
代
高
橋
庄
領
主
の
崇
敬
を
受
け
た
と
い
う
。
毎
年
十
月
十
七
日
の
大
祭
に
は
神
相
撲
が
お
こ
な
わ

れ
、
上
野
見
と
下
野
見
に
よ
っ
て
競
わ
れ
、
そ
の
年
の
豊
凶
を
占
う
。
境
内
に
は
常
設
の
土
俵
も
あ
る
。
か
つ
て
は
矢
作
川
水
運
の
川

船
人
足
が
力
士
と
し
て
集
め
ら
れ
、
頭
取
に
挨
拶
を
済
ま
せ
た
後
で
、
紅
白
の
四
本
柱
の
土
俵
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
境
内
の
神
饌
所

に
は
、
安
（
一
八
五
四
―
六
〇
）

政
期
に
奉
納
さ
れ
た
大
関
昇
進
祈
願
の
額
が
残
る
。

⑦
謁
磐　

六
国
史
の
所
見
は
本
日
条
の
み
。
現
愛
知
県
岡
崎
市
東
阿
知
和
町
に
あ
る
謁あ
つ
わ播

神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の

額
田
郡
「
謁
播
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。『
三
河
国
内
神
名
帳
』
に
は
「
正
三
位
謁
磐
大
明
神
」
と
あ
る
。『
先
代
旧
事
本
紀
』
巻
十
、

国
造
本
紀
で
三
河
国
造
の
初
代
に
任
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
知
波
夜
命
（
物
部
氏
の
祖
出
雲
色
大
臣
の
五
世
孫
）
と
、
四
世
祖
（
出
雲
色
の

子
）
大
木
食
命
を
祀
る
。
西
三
河
に
一
大
勢
力
を
持
っ
た
三
河
国
造
の
奉
斎
し
た
神
社
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
播
豆　

六
国
史
の
所
見
は
本
日
条
の
み
。
現
愛
知
県
西
尾
市
吉
良
町
宮
崎
に
あ
る
幡
頭
神
社
の
祭
神
。
現
祭
神
は
日
本
武
尊
の
東
征
で

旗
頭
を
務
め
た
と
い
う
建
稲
種
命
（
尾
張
国
造
）
で
あ
る
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
播
豆
郡
「
羽
豆
神
社
」
に
比
定
さ
れ
、

『
三
河
国
内
神
名
帳
』
で
は
「
正
一
位
羽
利
大
明
神
、
坐
幡
豆
郡
」
と
み
え
る
。
境
内
は
三
河
湾
を
一
望
で
き
る
高
台
に
あ
る
。

⑨
赤
孫　

現
愛
知
県
蒲
郡
市
神
ノ
郷
町
森
に
あ
る
赤
日
子
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
宝
飯
郡
「
赤
日
子
神
社
」
に
比

定
さ
れ
る
。『
延
喜
式
』
神
祇
四
、
伊
勢
大
神
宮
、
六
月
月
次
祭
条
に
「
太
神
宮
赤
引
糸
卅
絇
」「
度
会
宮
赤
引
糸
卅
絇
」
と
あ
り
、

『
神
宮
雑
例
集
』
所
収
、
嘉（
一
一
七
〇
）

応
二
年
八
月
二
十
七
日
の
左
弁
官
よ
り
伊
勢
太
神
宮
司
宛
注
進
書
に
は
「
任
式
条
以
三
河
国
神
調
赤
引
御

糸
、
可
被
奉
織
神
御
衣
由
所
言
上
也
」、
同
年
九
月
二
十
九
日
の
注
進
書
に
は
「
抑
神
御
衣
御
糸
事
、
任
令
条
并
度
度
宣
旨
、
以
三
河

訳注日本文徳天皇実録（十一）83



国
赤
引
神
調
御
糸
、
可
被
奉
織
之
由
、
載
于
一
紙
」
と
み
え
る
。
さ
ら
に
『
大
神
宮
儀
式
解
』
は
、
伊
勢
神
宮
へ
奉
献
さ
れ
神
御
衣
と

さ
れ
た
赤
引
糸
の
生
産
地
は
、
赤
孫
郷
が
そ
の
故
地
か
、
と
し
、
赤
日
子
神
社
を
赤
孫
郷
に
ち
な
む
社
か
、
と
し
て
い
る
。
貞（
八
六
五
）

観
七
年

十
二
月
二
十
六
日
従
五
位
下
か
ら
従
五
位
上
、
同
十
八
年
六
月
八
日
狭
投
神
（
注
釈
⑤
）
と
と
も
に
正
五
位
下
と
な
っ
て
い
る
。

⑩
御
津　

六
国
史
の
所
見
は
本
日
条
の
み
。
現
愛
知
県
豊
川
市
御
津
町
広
石
祓
田
に
あ
る
御
津
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名

帳
の
宝
飯
郡
「
御
津
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
。『
三
河
国
内
神
名
帳
』
に
は
「
正
三
位
御
津
大
明
神
、
坐
宝
飯
郡
」
と
み
え
る
。
元
は

御
津
山
に
鎮
座
し
た
と
伝
え
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
仁
多
郡
三
沢（
津
）郷

条
に
み
え
る
味
耜
高
彦
根
神
（
大
国
主
命
の
子
）
を
現
祭
神
と
し

て
い
る
。
同
伝
承
の
「
や
つ
か
ひ
げ
胸
先
に
至
る
ま
で
物
言
わ
」
な
い
様
子
は
、
注
釈
④
の
誉
津
別
命
伝
承
に
も
共
通
す
る
。

⑪
石
鞍　

現
愛
知
県
新
城
市
大
宮
狐
塚
に
あ
る
石
座
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
宝
飯
郡
「
石
座
神
社
」
に
比
定
さ
れ
、

『
三
河
国
内
神
名
帳
』
で
は
「
磐
倉
大
明
神
」
と
み
え
る
。
社
伝
に
よ
る
と
、
往
古
、
社
殿
は
神
峯
山
（
現
雁
峯
山
）
に
あ
っ
た
が
、

野
火
に
焼
か
れ
た
た
め
現
地
へ
移
っ
た
と
伝
え
る
。
山
中
に
石
座
石
が
あ
り
、
古
代
の
磐
座
で
あ
っ
て
、
神
社
名
も
こ
れ
に
起
源
す
る
。

本
日
条
の
他
に
、
元（
八
八
三
）

慶
七
年
十
二
月
二
十
八
日
に
従
五
位
下
か
ら
従
五
位
上
と
な
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
大（
一
九
一
六
）

正
五
年
富
永
山
住
社
・
大

宮
厳
島
神
社
・
須
長
青
木
社
・
熊
野
社
・
天
王
社
・
牛
倉
茶
臼
山
神
社
を
合
祀
し
た
。

⑫
石
纒　

六
国
史
の
所
見
は
本
日
条
の
み
。
現
愛
知
県
豊
橋
市
石
巻
町
の
石
巻
神
社
の
祭
神
。
同
社
は
石
巻
山
山
腹
に
上
の
宮
（
山
上

社
）、
山
麓
に
下
の
宮
を
置
く
。『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
八
名
郡
「
石
巻
神
社
」
に
比
定
さ
れ
、『
三
河
国
内
神
名
帳
』
に
は
「
正
一
位

石
巻
大
明
神
」
と
み
え
る
。
現
祭
神
は
大
己
貴
命
。
八
名
郡
に
は
美
和
郷
が
あ
り
、
当
社
大
己
貴
命
を
奉
斎
す
る
出
雲
氏
同
族
の
三
輪

氏
が
祀
る
神
社
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
の
読
み
は
「
イ
ハ
マ
ド
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑬
阿
志　

六
国
史
の
所
見
は
本
日
条
の
み
。
現
愛
知
県
田
原
市
芦
町
柿
ノ
木
に
あ
る
阿
志
神
社
の
祭
神
。
芦
ヶ
池
の
北
西
三
〇
〇
ｍ
の
地

点
に
あ
り
、
参
道
か
ら
社
は
樹
林
に
お
お
わ
れ
て
い
る
。
現
祭
神
は
木
花
開
耶
姫
命
で
、
古
く
は
相
殿
に
天
津
彦
火
火
瓊
瓊
杵
尊
・
天
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津
日
高
彦
火
出
見
尊
を
祀
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
同
社
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
渥
美
郡
「
阿
志
神
社
」
に
比
定
さ
れ
、『
三
河
国
内

神
名
帳
』
に
は
「
正
三
位
阿
志
明
神
、
坐
渥
美
郡
」
と
み
え
る
。
郡
内
で
は
唯
一
の
式
内
社
で
あ
る
。
元
は
現
在
よ
り
下
方
の
芦
ヶ
池

の
水
際
に
あ
り
、
そ
こ
は
今
も
一
宮
・
刈
払
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
明
（
一
八
八
六
）

治
十
九
年
に
市
杵
島
社
、
大（
一
九
一
二
）

正
元
年
に
八
幡
社
・
雄
社
・
諏

訪
社
・
八
柱
社
・
天
神
社
・
薬
師
社
の
七
末
社
が
境
内
に
移
転
さ
れ
て
い
る
。

�

（
告
井
）

●
十
月
丙
午
︵
八
日
︶

︻
書
き
下
し
︼

丙（
八
）午
。
①
肥
後
国
健
磐
龍
命
大
神
の
階
を
進
め
、
従
二
位
を
加
う
。
②
長
門
国
鹿
□
・
③
集
福
・
④
賀
磨
能
峯
・
⑤
壬
生
等
の
四
神
に
、
並

び
に
従
五
位
下
を
授
く
。

︻
現
代
語
訳
︼

八
日
。
肥
後
国
健
磐
龍
命
大
神
の
神
階
を
進
め
て
、
従
二
位
を
授
け
た
。
長
門
国
鹿
□
・
集
福
・
賀
磨
能
峯
・
壬
生
な
ど
の
四
神
に
、
並

び
に
従
五
位
下
を
授
け
た
。

︻
注
釈
︼

①
肥
後
国
健
磐
龍
命
大
神　

嘉（
八
五
〇
）

祥
三
年
十
月
辛（
七
日
）亥
条
注
釈
⑯
参
照
。

②
長
門
国
鹿
□　

国
史
大
系
は
「
長
門
国
鹿
集
・
福
賀
麿
・
能
峯
・
壬
生
」
と
区
切
る
。
佐
伯
有
義
編
『
六
国
史
』
も
同
様
に
区
切
り
、
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「
鹿
集
」
を
式
外
社
の
厚
挟
郡
村
梶
浦
宮
崎
神
社
か
、
と
注
す
。
一
方
で
、
福
賀
麿
・
能
峯
を
未
詳
と
し
て
い
る
。
本
報
告
で
は
集

福
・
賀
麿
能
峯
と
読
み
、「
鹿
」
は
以
下
に
脱
字
が
あ
る
も
の
と
考
え
た
。

③
集
福　

本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
。
現
山
口
県
長
門
市
渋
木
に
あ
る
渋
木
八
幡
宮
の
祭
神
か
。
但
し
、
八
幡
神
は
社
伝
で
は
鎌
倉
鶴
岡

八
幡
宮
か
ら
の
勧
請
で
あ
る
と
す
る
。『
延
喜
式
』
に
み
え
る
古
代
の
山
陰
・
山
陽
連
絡
路
は
深
川
沿
い
に
開
か
れ
、
渋
木
か
ら
真
木

の
市
尾
を
経
て
、
美
祢
郡
嘉
万
（
現
山
口
県
美
祢
市
秋
芳
町
）
に
出
た
と
い
わ
れ
、
渋
木
は
こ
の
街
道
沿
い
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

④
賀
磨
能
峯　

本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
。
現
山
口
県
美
祢
市
秋
芳
町
嘉
万
の
峰
を
御
神
体
と
す
る
神
名
で
あ
ろ
う
。「
注
進
案
」
は
賀

磨
能
峯
を
花
尾
山
（
標
高
六
六
九
・
一
ｍ
）
に
比
定
し
、
社
を
山
頂
に
祀
ら
れ
る
金
山
毘
古
神
（
現
吉
野
神
社
）
に
比
定
す
る
。
あ
る
い

は
、
明
（
一
八
九
六
）

治
二
十
九
年
同
市
大
嶺
町
東
分
の
下
峰
八
幡
宮
が
本
日
条
に
基
づ
き
社
名
を
八
幡
磨
能
峰
宮
に
改
め
て
い
る
。

⑤
壬
生　

本
日
条
に
し
か
み
え
な
い
。
現
山
口
県
美
祢
市
秋
芳
町
別
府
に
あ
る
壬
生
神
社
の
祭
神
。
城
山
（
石
楠
山
）
の
南
麓
に
あ
る
。

現
在
は
高
龗
神
・
神
功
皇
后
・
仁
徳
天
皇
を
祀
る
。
明（
一
八
七
一
）

治
四
年
壬
生
大
明
神
を
現
社
号
に
改
称
し
た
。

�

（
告
井
）

付
記　

本
稿
は
、『
史
窓
』
第
八
十
二
号
（
京
都
女
子
大
学
史
学
会
、
二
〇
二
五
年
三
月
刊
行
）
に
て
報
告
し
た
仁
寿
元
年
七
月
壬
辰
（
二
十
二

日
）
条
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
注
釈
に
あ
る
本
稿
未
収
録
条
に
関
す
る
参
照
表
記
は
、『
史
窓
』
第
七
十
七
号
～
第
八
十
二
号
な
ら
び
に
『
京
都

女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要　

史
学
編
』
第
二
十
一
号
～
第
二
十
四
号
掲
載
の
前
報
告
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
原
稿
・
校
正
の

整
理
に
は
中
村
み
ど
り
が
あ
た
っ
た
。�

（
中
村
）
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